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第４回 はりまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会 議事録 
 

日時 平成 30年２月７日(水) 18:30～ 

会場 高知市立中央公民館特別学習室 

（高知市文化プラザかるぽーと９階） 

 

--------------------------------- 開会 ------------------------------------- 

司会： 

それでは定刻になりましたので、ただ今より第４回はりまや町一宮線（はりまや工区）

まちづくり協議会を開催いたします。 

本日は、委員の皆さま、大変お忙しい中、当協議会へご出席をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

私は、本日の進行を務めます高知県土木部都市計画課課長補佐の秋元と言ます。よろし

くお願い致します。 

本日は、当協議会委員12名のうち11名の出席をいただいております、当協議会設置要綱

第６条の規程によりまして、２分の１以上の出席をいただいておりますので、本協議会が

成立していることを、まずご報告いたします。 

また、当協議会は、公開としておりますので、入口付近に傍聴席を設けております。 

それでは、開会にあたりまして、高知県土木部長の福田より、ごあいさつを申し上げま

す。 

 

高知県土木部長： 

皆さまこんばんは。土木部長の福田でございます。 

本日は、委員の皆さま方、お忙しいところ、また夕刻のお疲れのところ、ご参集いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

昨年６月に立ち上げました、このまちづくり協議会でございますけれども、昨年は、２

回のパブリックコメントも含めまして、県民の皆さまから多くの意見をいただき、この問

題に対して、非常に関心が高いことを我々認識した次第でございます。 

また、この協議会では、このような意見も踏まえまして、工事を再開するのか事業を中

止するのかの二者択一の選択はなく、県民の皆さま、委員の皆さま方からいただいた知恵

を結集した第３の案でございます「新たな道路計画案」をお示しし、これまで議論を深め

ていただいたところでございます。 

本日の第４回協議会では、前回ご意見をいただいた内容に対する補足説明や、これまで

の総括的な議論をお願いしたいと考えております。 

さらに、先週金曜日に、地元小学校の卒業生の有志の皆さんで結成された「新堀川を考

える新堀小 OB･OG 有志の会」という団体から、この有志の会の独自案というものが公表さ
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れまして、県とそしてこの協議会に対しまして、この協議会で説明の上、協議をしてもら

いたいとの要望をいただいたところでございます。 

当協議会では、これまでも地域住民の皆さま方の意見が最も大事だろうということで議

論を進めさせていただいております。この有志の会が地元小学校の卒業生の皆さんである

ことを踏まえまして、本日は、那須会長のご承認のもと、この「有志の会」案についても

皆さんでご議論をいただきたいと考えています。 

委員の皆さまにおかれましては、当協議会の趣旨をご理解いただきまして、忌憚のない

ご意見をいただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。 

 

司会： 

本日は３つの議題についてご審議をお願いしたいと思います。 

 １点目は前回の第３回まちづくり協議会におきまして検討いただいた事に対しての補足

説明ということです。 

 ２点目ですが、先ほど挨拶にもありましたように先週金曜日に新堀川を考える新堀小 OB･

OG 有志の会から、現在示しております新たな道路計画案に対しまして、「有志の会」案と

いうことでこの協議会の場で説明の上、議論をしていただきたいと要望をいただいており

ます。 

繰り返しになりますけれども、当協議会はですね、地域住民の意見が最も重要であると

の方針の上に議論が進められておりますので、当協議会設置要綱第７条の会長が委員以外

の者から意見を聴き、説明を求めることができるとの規程に基づきまして、那須会長の承

認を得て、本日この場で議論をしていただくこととしております。 

委員の皆様には、協議会直前の議事の変更ということで、また新たな協議の場を設ける

ということでご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした。 

本日は地元の小学校の卒業生という事ですので、地域の意見として井上代表の方から、

質問への対応をお願いしたいと考えております。 

３点目ですが、工事中断区間の課題等に対する現状と新たな道路計画案ということで、

これまでの総括的な審議の方をお願いしたいと思います。 

それでは、配付資料の確認を行いたいと思います。 

 

・ 資料１ 会次第 

・ 資料２ 出席者名簿 

・ 資料３ 配席図 

・ 資料４ はりまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会設置要綱 

・ 資料５ 第３回まちづくり協議会等の意見への対応 

・ 資料６ 新堀川を考える新堀小 OB･OG 有志の会の歩行者に優しく新堀川を守る「有

志の会」案 
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・ 資料７   新堀川を考える新堀小 OB･OG 有志の会の「有志の会」案に対するこれ

までの県の対応 

・ 参考資料１ 新堀川を考える新堀小 OB･OG有志の会からの公開質問状 

・ 参考資料２ 新堀川を考える新堀小 OB･OG 有志の会からの公開質問状に対する県の

回答 

・ 資料８   工事中断区管の課題等に対する現状と新たな道路計画案 

 

ということで、それから最後にですね、後からお配りしました、新堀小 OB･OG 有志の会

から２枚ペーパーをお配りされているでしょうか。 

以上そろっていますでしょうか。 

 

それでは議事に入る前に、傍聴される皆さまにお願いがございます。受付の際に、傍聴

する際の注意事項をメモでお渡ししております。傍聴につきましては、当協議会傍聴要領

の規定に基づきまして、守っていただく事を書いております。 

傍聴席からの発言ができないことや協議会の秩序を乱したり、議事の妨害となる行為な

どをしないよう定めていますので、内容をご確認のうえ、ご協力いただくようよろしくお

願い致します。 

それでは、これからの議事進行を那須会長の方によろしくお願いします。 

 

 

那須会長： 

はい。では、今説明がありましたとおり、要望が新たに出てまいりました。事前に確認

しまして、時間が非常になくてですね、という状況ではありましたけれども、高知県の方

には、そういう事情であるだとか、その思いやその内容について確認等をしていただきな

がら、今回意見として出てきているということを判断させていただきました。 

その上で、今日の議事を進めていくということにしましたので、委員の皆さまにおかれ

ましてはご理解いただきたいというふうに思います。 

この協議会は４回目ですけれども、これまでも冒頭、土木部長もおっしゃったとおり、

丁寧に議論してまいりました。この会の中でですね。パブリックコメントも２回行いまし

て、その中で、非常にたくさんの意見をいただいて、正直言いまして、高知県さんには相

当無理を、私の方からも少し言わせていただきました。 

その上で、全ての項目で満点を取るというのはもちろん無理でありまして、かと言って

一つを守るということも不適切であると、これは地元の事を考えればあり得ないというこ

とは従前から申し上げていることでありまして、その観点で最良の案ということで、議論・

検討を重ねていただきまして、一つの案を目指して行きたいということですが、今言った

とおり、新たな意見があったということで、それも含めて議論することになったことをご
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理解いただきたいと思います。 

それでは最初にですね、事務局から説明がありましたとおり、議題の１ですが、前回第

３回まちづくり協議会での意見、これを踏まえた対応について説明をいただきたいと思い

ます。 

 

 

事務局（議事１；資料５）： 

事務局の山﨑と申します。 

私からは「第３回まちづくり協議会の意見への対応」についてご説明いたします。 

お手元に資料５をお願いします。１枚めくっていただき、右上のページ番号 1/6 ページ

をご覧ください。 

ここでは、第２回パブリックコメントの回答について補足させていただきます。 

パブリックコメントのご意見として、 

・現状のままで駐車場を撤去し、ビオトープ化プランを検討して実現されること 

・この区間の通行止めと遊歩道化が必要 

・歩行者天国の実施 

との声をいただきました。 

右上の位置図をご覧ください。繰り返しとなりますが、改めてはりまや町一宮線の計画

を申しますと、南北に分断された市街地の一体化を図るＪＲ土讃線の連続立体交差事業に

あわせて整備を行う唯一の幹線道路です。このうち、はりまや工区の２８０ｍ区間が未整

備として残っています。 

連続立体交差事業で新しくなった高知駅舎は、まもなく１０年が経ちます。上の写真の

とおり、相生町の踏切は撤去され、渋滞が解消し交通の流れがスムーズになっています。 

工事を中断している区間の現状は、中ほど左の写真のとおり、北側区間が整備されたこ

とによって交通量が増加し、渋滞が発生しています。 

資料にはありませんが、はりまや工区の現在の状況を少し説明しますと、交通量は北側

の４車線整備済み区間で１日あたり 13,700台、２車線に絞り込んだ南側の未整備区間では

10,600台となっており、２車線の許容量である 9,600台を超えています。 

このため、朝夕には渋滞が発生し、渋滞の指標である混雑度は、慢性的な混雑状態に近

い 1.65まで悪化しています。 

また、社会保障・人口問題研究所による将来の人口減少を反映した交通量の推計では、

１日あたり 17,300 台から 17,600 台となっており、将来にわたっても４車線整備が必要と

なっています。 

はりまや工区周辺の現状は、渋滞を避けた車両が周辺の生活道路を抜け道として利用し、

生活道路でスピードを上げて通過する車が発生するなど、安全上の問題が発生しており、

地域住民からは早期の４車線整備が求められています。 
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真ん中の写真では、歩道内で歩行者と自転車のすれ違いができず、危険な状況となって

います。 

過去５年間の事故の状況を調査したところ、はりまや工区では毎年４から６件の事故が

発生しており、特に４車線から２車線の変更区間と未整備区間の割合が高くなっています。 

新たな道路計画案では、４車線整備を行うことによって交通量が増え、車の流れもスム

ーズになるため、歩行者と車を安全に分離することが必要となります。 

このため、3.5ｍの広い歩道を整備し、通学する児童はもとより、高齢者や車椅子利用者

など、通行される全ての皆さまが安全で安心できる道路を提案しています。 

また、４車線化によって、横断歩道は長くなりますが、子供たちや高齢者に配慮した信

号の適切な運用がなされ、高知市内のほかの４車線道路と同様に、安全が確保されます。 

次に周辺道路の現状ですが、北側区間の整備によって交通の流れが変わっています。 

国道 32号はりまや通りや、市道北街１号線は、右下のグラフのとおり H23の北側区間整

備後に減少しています。さらに、工事中断区間が４車線化となりますと、さらなる交通量

の減少が見込まれています。 

高知駅周辺の都市整備の全体がほぼ完成している中で、工事中断区間をこのまま放置し

た場合には、新堀川の周辺における渋滞の発生や、通学児童、高齢者等の通行の安全が損

なわれている現状がいつまでも改善されず、都市内の渋滞の解消や、地域が進めるまちづ

くりにも影響を及ぼすことが懸念されます。まちづくりを進めるうえでも、市街地からの

通過交通の排除が重要であるため、生活道路と幹線道路の役割が必要となります。 

このように、産業道路から国道 32号の電車通りまでを結ぶ幹線道路として、南北の車の

流れをスムーズにするとともに、街の中心部を通過する車を減らすことで、市街地の活性

化にも寄与することを目的としたはりまや工区の整備は必要であると考えています。 

また、南海トラフ地震等の大規模災害時には、はりまや橋小学校やかるぽーとが避難場

所として指定されており、未整備区間は避難路として利用されるとともに、救命救急や救

急物資の搬送など、はりまや工区が防災面においても重要な役割を担う必要があるため、

災害に強い４車線の整備が求められています。 

なお、南海トラフ地震による長期浸水が想定されている当該地域は、浸水解消後には、

木造家屋の倒壊などによる大量のがれきの堆積が想定されます。このため、片側２車線の

１車線をがれきの仮置きヤードとして活用するなど、早期の復旧・復興の活動に４車線が

必要であると考えています。 

 

次に 2/6ページをお願いします。 

このはりまや工区について、通行止めや遊歩道化、歩行者天国を実施した場合は、先ほ

どグラフでお示しした交通の状況が元に戻り、北街１号線や他の路線の交通量が増加する

ことで、その路線の交通の危険が増す恐れがあります。 

南北の幹線道路であるはりまや町一宮線の整備により、周辺道路の渋滞が緩和された生
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活道路を歩行者優先に活用するなどの検討が可能となります。 

 次に「ビオトープ化」について、パブリックコメントでは左のイメージ図のご意見をい

ただきました。新たな道路計画案では、川面や干潟の創出、石積みの復元や新市橋の整備

などを行い、右のイメージ図のとおり、ビオトーププランの部分的な採用を検討していま

す。 

 

次に 3/6ページをお願いします。 

第３回協議会において、高知市のまちづくり計画との連携が説明不足とのご意見をいた

だきました。 

高知市は都市計画マスタープランを策定・改定して、平成 42年を計画年次とするまちづ

くりの目標を示し、実現に向けて取り組んでいます。 

このマスタープランにおけるまちづくり構想では、まちづくりの基本方針のひとつに「道

路ネットワークの形成による都市交通の円滑化」を掲げています。 

その趣旨は、はりまや橋交差点に交通が集中する現状を踏まえ、南北交通の強化、都心

部の渋滞原因である通過交通の分散化、災害時の避難機能の強化が必要であり、はりまや

町一宮線など都市計画道路の整備を促進するとしています。 

また、まちづくりの基本方針には「県都の中心にふさわしい歴史と文化を感じさせる風

格あるまちづくり」も掲げており、歴史的資源を活用し風情と趣のある都市景観の形成を

図るとしています。 

このマスタープランに関連する新たな道路計画案の内容は、まず、工事中断区間が４車

線化されることで、国道 32号はりまや通りの交通量が減少し混雑度が緩和されます。 

下の棒グラフは混雑度の変化と交通量の推移を示しています。 

整備後は混雑度と交通量ともに減少が見込まれており、都市内の交通がスムーズになり

ます。 

また、新堀川東側の市道整備や新堀川の石垣復元により、歴史と文化を感じさせるまち

づくりに寄与します。 

 

次に 4/6ページをお願いします。 

高知市では、中心市街地活性化基本計画を策定し、官民が連携して中心市街地の活性化

に取り組んでいます。 

この第二期計画案では、実施事業として無電柱化推進事業や「土佐っ歩」事業、横堀公

園整備事業など、新たな道路計画案に密接に関連する事業が挙げられています。 

まず、横堀公園整備事業は、資料右の写真のとおり、干潟創出に伴う横堀公園の再配置

との連携が必要です。 

次に無電柱化推進事業は、右下のとおり、道路整備と併せて行う無電柱化の実施との連

携を要します。 
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最後に、「土佐っ歩」事業は、新市橋の復元や新堀川東側市道の整備をスポットとする

新たなまち歩きルートの提案について連携を図る必要があります。 

以上が、高知市のまちづくり計画との連携です。 

 

次に 5/6ページをお願いします。 

第３回協議会において、新堀川におけるモニタリングについて、希少種はもちろん、干

潟環境の生態系に対する保全全体のモニタリングが大切とのご意見をいただきました。 

県では、平成 13年度に新堀川に生息する動植物の把握として環境調査を実施しています。 

真ん中の横棒グラフ状の工程表をご覧ください。 

工事が再開となった場合は、工事前に平成 13年度と同様の環境調査を行い、結果を公表

します。その後、シオマネキやコアマモなどの移植を段階的に行います。また、あわせて

モニタリングの実施プランを作成します。 

モニタリングの流れとしては、実施プランの作成後、希少種や水生動物、底生動物のモ

ニタリングを行います。そのモニタリングの調査結果を公表するとともに問題点を抽出し、

必要に応じて生息・生育環境の改善を行います。その改善内容を踏まえ実施プランを見直

し、モニタリングを実施するという PDCAサイクルを確立し、工事完了後５年程度まで実施

することで、干潟の創出による環境の復元を図ります。工事完了後のモニタリングについ

ては、小学生や地元住民の皆さまに環境学習として参加いただくことを考えています。 

 

 最後に 6/6ページをお願いします。 

環境学習についての提案内容をご説明します。 

上のイメージ図をご覧ください。希少種については、歩道上や横堀公園から双眼鏡を用

いて、コアマモやシオマネキ、トビハゼの観察を行います。 

また、水生生物や底生動物のモニタリングは、資料中程の左から、まず、専門コンサル

タントが河道内で採取し、これを横堀公園などに陸揚げし、観察や記録を行います。なお、

観察した生物は記録後新堀川に戻します。 

下のイメージ図をご覧ください。 

日常的な環境学習とて、希少種など多様な種についての生態学的特徴を示した説明板を

設置します。 

以上で資料５の説明を終わります。 

 

 

那須会長： 

 はい。ありがとうございます。それではあの、前回の協議会におきまして、パブリック

コメントを含めてですね、意見に対してですね、高知県の方でさらに検討・対応状況をで

すね、説明していただきました。 
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ここから各委員のこの議題１のですね、意見や対応についてですね、ご意見をいただき

たいというふうに思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

 

西岡委員： 

 歩行者天国ってありますよね。歩行者天国いうたらいつやるかご存じでしょうかね。普

段の日にします？秋葉原とか銀座とか、日曜日か土曜日ですよね。それで、あそこの日曜

日か土曜日の交通量は調べましたでしょうかね。 

あの、歩行者天国とは何かいうものはね、言わずとも常識としてそういうのは、普段の

日にはなかなかやるいうのは聞いたことないし、むしろ別途にやるやったら普段の日いう

て書くはずやけど、これは書いてないから、土日はあこは交通量は見た感じでは少ないが

ですよ。 

ほんでこういうがあ言うたら、交通量言うても曜日によっても違うし、いうところまで

調べてないのはどうしてでしょうかね。歩行者天国の定義はどういうことですか。 

 

事務局： 

 はい。この１／６の資料につきましては、パブリックコメントにおける意見と言うこと

で、一般の県民の方から歩行者天国を実施して欲しいというような提案がございましたの

で、それに対するお答えをしております。 

ですので歩行者天国の定義としましては、県の方としては特に考えておりません。 

 

西岡委員： 

 そしたら世間一般で言うたら土曜日か日曜日にやりますよね。土曜日か日曜日と普段の

日とここの交通量はあんまり、ものすごい違うと思いますけどね。 

このパブリックコメントの中にもこういった点は書いたと、他にもおったかどうかは知

りませんけど。 

 

坂下委員： 

 とりあえずあれやない？歩行者天国やろうという。何日にやるとか、日曜祭日やとかそ

んなん決めてないじゃないかね。ただ、そういうことをやろうという、 

 

西岡委員： 

定義を、世間の常識と言うことでいうわけです。 

 

坂下委員： 

そんなん自分で分かるやないか。 
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西岡委員： 

常識で言うたら土曜日か日曜日にやりますわね。歩行者天国は。 

 

坂下委員： 

 わやにすな。 

 

西岡委員： 

冷静に言ってくださいね。 

 

那須会長： 

歩行者天国、これ、パブリックコメントに出た意見に対して、県として対応していると

いうことですけれども、曜日については、休み、銀座とかでは土日にやっていますけれど

も、そういうこともあるかなと思いますけれども、その影響についてはなかなか難しいで

すよね。できないかも知れません、と思います。 

他に意見はございますでしょうか。質問でも結構です。 

 

田中委員： 

前回、歴史のことで質問させていただいたんですけれども、今回、ホームページ、ホー

ムページに歴史の部分が記載が変わってるんですよね。それでも間違ってるんですよ、あ

れ。それでもね、歴史の部分、岡本寧浦とはというところがね、ホームページでは、前回

３回の資料で、私が間違いを指摘したんですけども、それで今回出てきているホームペー

ジ。改訂になってるんですけれどね、間違っているんですよねやっぱり。 

 武市瑞山に関してですね。 

 

坂下委員： 

そんなことは後でかまんじゃないか。そんなことはおまん。 

 

西岡委員： 

 発言中なので静粛に。 

 

那須会長： 

 どう間違っているんですか。どのように間違っているんでしょうか。 

 

田中委員： 

 はい。武市瑞山、武市半平太は岡本寧浦と交友があると書いてあるんですけれども、彼

は弟子です。そういうふうに私説明したはずですけれども、そして那須会長も前回の回の
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時に、議事録見たら、あの、間違いだったら直してくださいって言いましたよ。それがま

だ直ってないんですよ。 

 

那須会長： 

 こういうのがあるというのはよく分からないのですが、高知県はどういう解釈で訂正さ

れているのか。 

 

事務局： 

 確かに前回ですね、田中委員の方から、それこそ、第３回資料の３０／３２でございま

すけれども、岡本寧浦さんの記載に関してですね。ご指摘がありましたので、そのあたり

の文献等を調べて修正をさせていただいております。 

 

田中委員： 

 あの、その文献が古いんですよ。あの、多分調べたのは安田文化史。これからあれです

ね、弟子の一人が一人増えているだけで、あとはそこから抜いてきとるんです、これ。 

安田文化史というのは、あの、一番最初にできたのは 1952 年、その後新版が出たのは

1975 年です。この文は全然変わってないんです。1975 年なんです。それでですね、私が指

摘した弟子だっていうのが書かれているのは前回の、前回というか前土佐史談会の会長が

ですね、2009 年 8 月号のあれです、高知市のあかるいまちの中の歴史散歩に書かれている

文章なんです。 

当然新しく出てきた方が事実に近いと思うんですけれども。それで私指摘したんですよ。

岡本寧浦は 1000 人あまりを教育していると。武市瑞山、間崎滄浪、清岡道之助ら。ついで

に言いますけども、間崎滄浪については、弟子であり交友があったっていうことが書かれ

ているんでここもおかしいんですよね、ホームページでは、ええ。どうして直されないん

ですか。 

 

那須会長： 

 あの、今のお話、新しいデータがあるということですね。だとすればですね、歴史とい

うのは色々な検証を踏まえて事実が明らかになってくる。あるいは更新されるものだとは

思いますけれども、そこはあの、いろんな見解がある中で歴史が確定していくということ

でもあるので、これが絶対正しいということではなくて、県の方でですね、さらに、なる

べくたくさんのデータを集めていただいて、正しいものにしていく努力をしてください。 

 

田中委員： 

 ということは、これまだわけ分からんということですよね。わからないと言うことです

よね。 
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那須会長： 

 わけ分からないということではなくてですね、 

 

田中委員： 

 これは、事実かどうだかわからないということですよね。 

 

那須会長： 

歴史が事実かどうかというのは誰にも分からないんです。だから検証していくのが歴史

学なんです。ですから、 

 

田中委員： 

 それだと、新しいデータの方を信用するべきではないかと思うんですけれども。 

 

那須会長： 

それは、人によって見解は違いますし、史談会の会長が正しいことを言っているかどう

かというのも検証しないかん。これが正しい学術のあり方ですので、今の意見はお伺いし

ておきますので、 

 

田中委員： 

 ええとね、 

 

那須会長： 

いやいや、この会議のですね、議事においてですね、そこの所を詳細に確認するという

ことを、ま、あの確認すると。 

 

田中委員： 

 とりあえずホームページから外していただきたいんですけれども。確認せんと駄目だっ

ていうんでしょ。こういう案というかこういう説がありますよということを私申し上げて

いるので、しかも一番新しい説として。 

 

那須会長： 

 わかりました。じゃあ、要は、新しい見解が正しいかも確認せずにですね、いろいろ変

えていくっていうのもなんなんで、削除するということも含めて検討してください。 

 

田中委員： 

 前回の、 
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那須会長： 

 はい、どうぞ。 

 

事務局： 

 はい、当協議会のですね、設置をさせていただいております、道路整備のあり方という

ところに議論を集中していただきたいと思う訳なんですけれども。そのご指摘のところに

つきましてはですね、また、この場ではなくて、別の時にですね、検討していきたいと思

います。 

 

那須会長： 

一つのテーマではありますが、ここで議論しても結論が出ない話ですので、十分確認し

てください。 

 

田中委員： 

 とにかく、間違ったデーターでなんぼ議論しても間違った答えしか出てこないと私は思

いますので、はっきりさせといた方がいいと思います。それで、道路の事についてってい

うんだったら、こういうですね、歴史なんていうのは資料として載せなかったらいいんで

すよ。しっかり資料として載せてきてあるんで私問題にしているんです。 

 

那須会長： 

 弟子か交友関係があるかっていうことがどれだけ影響あるか分かりませんが、とにかく

検討しておいてください。他にありますでしょうか。 

 

田中委員： 

 いいですか、もう一つ。 

 

那須会長： 

 どうぞ。 

 

田中委員： 

前回の資料、３回目の資料で、「震災時におけるはりまや町一宮線の役割」っていう部分

ですね、資料６の一番最後ぐらいにあるのかな。３２／３２にあるんですけれども、そこ

に復旧・復興のための道路としての利用っていうのがありまして、そこで、はりまや小学

校の南北道路は緊急輸送道路ネットワークに使えます、というような事が見て取れるんで

すけれども。私道路課に聞いてみたんですよ、どうなんだっていうことを、県の。そした
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らですね、県の道路課は 29 年の３月、平成 29 年の３月ですね。だから平成 29 年の３月の

時点の資料見ましたら、ここは長期浸水地域だと。長期浸水対策地域かな、とにかく長期

浸水するとこなんだと。ですからよくわかんないっていうのが、今の所の実態みたいです。

意味分かりますか。よく分からないっていうのは、３日以上、あの、とにかく水が引いて

みんと分からないっていうことが書いてあったんですよ。それが今のところ県の公式見解

みたいなんですよ。 

 

那須会長： 

 いかがですか。 

 

事務局： 

 はい。あの、ちょっと皆様方には第３回の資料がちょっとご覧頂けませんが、地震が起

こりましてですね、津波到達時間がこの地域では 40 分から 60 分というふうに想定されて

おります。 

その間に、はりまや橋小学校なりかるぽーとがですね、避難場所・避難施設となってお

りますので、命を助けるという意味で避難路として活用出来るということと、それと確か

に長期浸水は起こりますが、その水が引いた後には、いろんな復興に向けての取り組みが

必要となってきます。 

例えばがれき処理でございましたらですね、４車線あれば、片側２車線のうち１車線を

ですね。がれきの置き場にしても、真ん中の道路は通れるといったような、そういった災

害に強い道路になってくると考えています。 

 

田中委員： 

 いいですか、今の話。それって、あの課長さんの個人的見解ではないんですか。道路課

はそんなこと言ってないですよ。とにかく３日以上かかりますと。それは、後どうなるか

は水が引いてみんと分かりませんと。４車線道路だから、ね、早く啓開できるとかそうい

うこと全然言っていないですよ。それ、29 年の３月に言っているんです。多分ね、ここに

書いてある３回目にいただいた図っていうのは、これ 25 年の、平成 25 年の３月に出てき

ました、南海地震長期浸水対策検討結果に書いてあることから引っ張ってきているはずな

んですよ。ね、これ 32 号線がもう動いていますんで。その当時は 32 号線を先に啓開しま

すと、いうことが出てたんですけども。これ 25 年です。これ 29 年３月の時点では、わか

りませんという話になっとるんですよ。これも新しい資料の方が当然正しいと思うんです

けれども。 

  

那須会長： 

 行政が分からないということは無いと思うんですが。はい、どうぞ。 
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事務局： 

 すみません、事務局の方からその点についてちょっとご説明させていただきたいと思い

ます。 

道路課がご説明したのは、恐らく、道路啓開計画に位置づけられている道路としての説

明をしたと思います。 

 今、県が策定しております道路啓開計画は、高知市内の長期浸水区域については、今の

ところ、計画の対象から外しております。そういう意味でその部分については、分からな

いというふうな表現になったかと思います。 

道路啓開計画上はですね、長期浸水区域はとりあえずは長期浸水が解消した後の対応と

なりますので、今のところは啓開計画の対象とはしておりません。 

 もちろんその啓開計画というのは、発災後すぐに対処するためのものでございますので、

長期浸水が今のところ、想定では１月とかですね、それぐらいかかるという想定もされて

おりますので、そういうところについては、今のところの道路啓開計画は作っていないと

いう状況でございます。 

 

田中委員： 

 今のが事実だとしたらですね、ここにあれでしょ、これ。４車線道路があれば、がれき

を置き、とにかく、この道路が使えるんだということを書いてあるんですよね。この一宮

線が４車線だから、けど、そんなことまだ決まってないんですよね、県の道路課では。 

 

那須会長： 

 あの、今、ちょっと状況のですね、時間軸の状況があって、多分復興について使えるか

ということの議論していると思うんですけれども。阪神淡路大震災のときもそうですし、

東北の震災のときもそうですけれども、１カ月で復興できるとこなんてあり得ない。 

ましてや、がれきの撤去っていうのはですね、数ヶ月、１年かかるということでござい

ますので、長期浸水１カ月というような状況の中でですね、この道路が使えるか使えない

か。 

まして、あの地震というのは、一回沈んでから、また半分くらい地盤が戻りますから、

そういうことを考えたときにですね、その１カ月云々で、これが震災に供しないというこ

とは言い過ぎじゃないですか。そこの１カ月だけ捉えてですね、これが震災の高知市、高

知県としては幹線道路としてですね、防災の利用も考えているということを否定するって

ことにはならないのではないですか。 

 

田中委員： 

 私はね、よく分からないんじゃないかってことを言っているんですよ。水が引いてみな
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いと。それをですね、こういうふうに、復旧・復興のための道路として利用って書いてあ

るんですよね。だから、それがおかしいんじゃないかということなんです。道路課に聞い

たらさっき言ったとおりなんですよ。 

 

今田委員： 

それはどうしておかしいですか。 

 

田中委員： 

 あくまでも予想でしょ。希望的観測でしょ。だからおかしいって言ったんですよ。今言

ったのは、事実は３日以上かかりますと。と、道路課は書いてあるんですよ、言っている

んですよ。それで、その後どうなるかっていうと、分かりません。水が引いてみないと分

かりません。 

 

今田委員： 

 それははっきり言って分からんでしょう。 

 

田中委員： 

 分からないってことなんですよ。 

 

今田委員： 

 それは分からんでしょう。 

 

田中委員： 

 ええ。 

 

今田委員： 

あなたの意見だけやっても、要するに分からない。 

 

田中委員： 

 ええ。 

 

今田委員： 

分わらんきそれでいいでしょう。 

 

田中委員： 

 分からないことをどうしてこうやって堂々と出してくるのかなって、私は不思議に思い
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ます。 

 

今田委員： 

 そしたらね、もう一つかまいませんか。あなたに。 

 

田中委員： 

 はい。 

 

今田委員： 

ちょっとお聞きしたい。 

あなた、先ほどから、完全になんというか、県とのやりとり、この作った資料に対して、

調べて反論してますわね。 

 

田中委員： 

 はい。 

 

今田委員： 

こうこう、こうやと。 

 

田中委員： 

 はい。 

 

今田委員： 

その姿勢なら、最後に、会の終わりに全面的に反対ですやいうことは言わんとってくだ

さい。そうじゃないですか。こんな会を何回やっても。あなたが今尋ねることはそこを直

したら、この道路を造ってやっていくという方向へいく感じの話に聞こえます、こっちに

は。それを最終的には県の方になんぼ聞いても、また、はい全部、全面的に反対ですで、

会をいっつも終わりにしゆうのはあなたです。だいたいが。いつもそうなんです。 

 

田中委員： 

 私ですね、この資料に関して、先ほど申しましたように間違った資料だとなんぼ議論し

たって間違った答えしか出てこないと思って言ってるんです。 

 

今田委員： 

 どうしてそれが間違った議論です？ 
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田中委員： 

 間違った資料です。 

 

今田委員： 

 どうして間違った資料？ 

 

田中委員： 

 さっき申し上げたでしょう。その歴史の時、一つ目ね。 

 

今田委員： 

 歴史の時、あなたはこの歴史が正しいとして動いてらっしゃる。けど別の先生はまたこ

ういう意見もあるという。その世界の中で、あなたの意見だけ聞く訳はない。 

 

田中委員： 

 私は新しい説のほうが正しいっていうことを申し上げている。 

 

今田委員： 

 それはあなたがそう言っているだけです。あなたは新しい説が正しいと思いゆうだけで、

あとの先生はそんなこと思っていないかもわからんじゃないですか。今までの方が正しい

と、私は。私が言いゆうんやないよ。 

その先生は正しいと思ってやっていることで、それを県がたまたまそれを出したという

がと、そういうことと、この道路を造るのに、反対。初めから絶対に反対。それをね、あ

なたね、一度、蓋しちゅう駐車場は金がかかるから、そんなもの置いちょきなさいという

て終わった会。 

 

田中委員： 

 いえ、違いますよ。後で訂正致しましたよ。それは議事録見ていただいたらわかると思

いますよ。お金がないから今すぐにはできないけど、未来永劫、ね、そのままにしてほし

いって言っておりません、お金ができたら除けて欲しいっていうことで、私、議事録を見

ていただけたら分かりますけどそういうふうに申し上げましたよ。 

 

今田委員： 

 いや、私はそういうふうには聞こえませんでしたよ。 

 

那須会長： 

 いずれにしてもですね。さっきの歴史の話は、さっき私がお話ししましたとおり確認す
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ればいいことです。それと後の方が正しいなんていうのは、誰も分からないですよ。神様

でも分からない。神様しか知らない。我々が分かるわけがないです。だから事実を一つず

つ押さえていってやっぱり昔の方が正しかったって歴史の中にいくらでもあるわけですよ。

それは言い過ぎです。だって、新しいものが絶対正しいかって、新しいことが間違ってい

ることは学問なんかではいくらでもある。それは言わないでください。それは、県がちゃ

んと精査して確認するって言ってるんだから、それはいいじゃないですか。 

それよりは、私は今の議論でね、例えば長期浸水しますという話ですけれどもいずれは

引くわけです。さっき言ったとおり阪神淡路大震災の時もそうでしたし、東日本大震災の

時もそうでしたけれども、結局がれきの問題とか、復興の問題というのは、まず、がれき

は１年くらいのスパンで解決しないと。東日本は１年でも解決していないです。で、その

中で復興を考えていくってことなんで、復興に至ってはもっと長期、今でも完全に東北が

復興したとは言えないという状況の中でですね。その震災直後の短期間の浸水でもってこ

れが無駄だ、無駄じゃないかということは、やっぱりそれは言わない方がいいと思います。

いずれは水は引くわけですから。 

だからそのときに使いましょうってことで、県がですね、県は多分ね、すごく真面目に

答えていると思うんですよ。直後は分からん。それは分からないですよ。分からんけど、

いずれは水が引くわけですから、震災復興の役には立つわけです。それをね、真面目に答

えているのを捉まえて分からないところ、それは分からない期間もありますよ、災害だか

ら。 

だけど、いずれは引くっていうこと、これも分かっているわけだから。そのときにこの

道路が震災復興の役に立つっていうことであればですね、それはそれでいいんじゃないで

すか。 

 

田中委員： 

 おっしゃるとおりですよ。あればいいんですよ。 

 

那須会長： 

じゃあ、なぜそういうことを論点にするんですか。 

 

田中委員： 

 だから分からないからですよ。水が引いてみないと。 

 

那須会長： 

 それは、県の職員が本当に真面目に答えているのをね、揚げ足を取っていませんか。 
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田中委員： 

 揚げ足なんか取っていないですよ。 

 

那須会長： 

 短期間をね、 

 

田中委員： 

変な希望的観測を持つよりもね、そっちの方が事実としてしっかりおさえられるじゃな

いですか。 

 

那須会長： 

 じゃあ聞きますけど、この道路は水は引かないんですか、永久に。 

 

田中委員： 

 いや、水は引きますけど、 

 

那須会長： 

 だったら引いた後に、 

 

田中委員： 

引いた後にどうなっているかっていうのは引いてみないと分からないってことを言って

いるですよ。それをですね、もういきなりね、これ、なんだ、復興のための道路として使

用できますってふうに書いてあるじゃないですか。 

  

那須会長： 

 はい、どうぞ。 

 

事務局： 

 あの、道路課の職員が、どういう意味で分からないかっていうのは、今確認できないん

ですけれども、少なくとも我々、防災を担当としている身としては、災害が起こった時に

最悪の事態を想定するというのが基本でございます。 

ですので、ここで、地震が起きて津波がきて、そこに何が流れくるかは我々も分からな

いです、そこは。家が、ひょっとして水が引いたときにそこに道路の上に家があるかもし

れないし、漁船が流れ着いてくるかも、それは分からないです、そこはね。 

ただ、そういう事態になったとしても、最悪の事態を想定しても、２車線の道路よりも

４車線の道路の方が当然空間がありますから、早く道を空けれるということは確実に言え
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るんじゃないかと思っております。 

 

那須会長： 

 私は、阪神淡路大震災を経験しましたから分かりますけれども、あのときの国道 43 号が

ですね、片側３車線あるんですけれど、あれは１車線になっちゃったんですね。 

だけど、あの当時、周りの人が一生懸命、こう、がれきを撤去してですね、道路の空間

を利用してなんとか物流を守ったんです。で、復興を支援したんです。 

ああいうことを見ているとね、今議論されている話はね、いずれは水が引くっていうこ

とは分かっているし、そこに船とか漁船とか家が流れてきても一生懸命撤去してそれを使

うようにするわけです。だから防災に役に立たないということは絶対にない。 

浸水したとき、それから浸水した後の状況、これは不確実です。でも確実なことは、人

間は、なんとかして、行政はなんとかしてその道路を使えるようにするんです。 

私は皆さんの議論を公平に聞きたいと思うけど、今の議論はさすがにひどい。使えるよ

うになるのに使えないと言っている。それはないでしょう。使えないんですか、未来永劫。 

 

田中委員： 

 いや、分からないって言っているんですよ。どうなっているか。 

 

那須会長： 

 だから、それは、 

 

田中委員： 

だから、道路があるっていうこと自体を前提にしているでしょう。 

 

那須会長： 

 直後は分からないって言っているんです。 

 

田中委員： 

 道路が沈んでボコボコになる可能性もあるんですよ。そういうことも考えていないでし

ょう。そういうことを考えていないでしょう。 

 ねえ、とにかく上のがれきを除けたらいつでも使えるようになるというふうに考えられ

てるんでしょう。 

 

伊藤委員： 

 けんど普通はそうでねえ。 
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那須会長： 

 あの、どっちにしてもですね。今の議論その直後は分からないのは、災害だから当たり

前なんですよ。それを職員が一生懸命真面目に答えているわけです。 

分からんという一言だけ捉えて、この道路ができたときに災害に使えないというのは、

かわいそうじゃないですか。それは全くね、根拠がない話ですよね。 

 

田中委員： 

 じゃあ使えると言い切れるんですか。 

 

那須会長： 

 それは、災害が起きて直ちに使えなくても直すじゃないですか。 

 

田中委員： 

 ええ、わかんないんでしょ。 

 

那須会長： 

 いや、直せば使えるじゃないですか。どうなるか分からんけど、分かっていることは一

つだけあります。 

人間は一生懸命必死になって直すわけです。絶対使えるようにするわけです。それだけ

は絶対に分かります。それでいいじゃないですか。それ以上の理由は何がいるんですか。

それすら否定するんですか。人間の防災の努力を否定するんですか。 

 

田中委員： 

 それは否定しません。 

 

那須会長： 

 じゃあ否定しないんだったら使えるでしょ。 

 

田中委員： 

 えっとね、じゃあここの道路じゃなくて別の道路が空く可能性はあるじゃないですか、

それを言うと。 

 

坂下委員： 

 議長、次に行きましょう。 
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那須会長： 

 それこそ不確実でしょう。 

 

田中委員： 

 不確実です。 

 

那須会長： 

 この幹線道路を造ることの意義を一つ言っているだけであって、不確実であるかどうか

ってことは議論してないじゃないですか。 

不確実だとしても確実なことは、人間は努力してこれを使えるようにするっていうこと

は事実じゃないですか。その事実で十分じゃないですか。この道路がある意義はそれだけ

で十分でしょう。 

 

田中委員： 

 はい、わかりました。あまりやるとあれですから。 

 

那須会長： 

 いやいや、 

 

田中委員： 

わかりました。 

 

那須会長： 

 これは許せません。要は否定するばかりの議論ばっかりしている。 

ちゃんとまともな議論をしてください。 

 

小原委員： 

 ちょっと傍で聞きよってなんか、 

 

那須会長： 

災害の直後が不確実なのは当たり前じゃないですか。当たり前のことをね、正直に県の

職員が言って、それを揚げ足を取るのはかわいそうです。 

 

坂下委員： 

 そういうこと。 
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那須会長： 

そんな議論はやめてください。 

 

小原委員： 

 そうそう。僕らも聞いていてなんかおかしいわ、傍で、 

 

那須会長： 

聞いている人、みんなそう思っていますよ。 

 

小原委員： 

傍で聞きよっても自然に腹が立ってくるきんね。本当の話。 

 

那須会長： 

 あの、こんな時間ばっかり経っても仕方がないので、他の大切な議論もあるので、これ

はこれで収めたいと思います。次、お願いします。 

いかがでしょうか。もう時間を相当使ってしまったんでですね、この議題１はですね、

もし後であればですね、戻るとして、ある意味私の権限でですね、皆さんには申し訳ない

のですが、議題２の方にですね、これを入れさせていただいたということですので、この

提案の説明に進んでいきたいと思います。 

 

 

 

新堀川を考える新堀小 OB･OG有志の会（以下、「有志の会」）（議事２；資料６） 

有志の会 井上共同代表： 

それでは、貴重な時間をありがとうございます。新堀川を考える新堀小 OB･OG 有志の

会の共同代表を務めます井上淳一と申します。隣りにいるのは新堀小学校の OB･OG では

ないんですけれども、たまたま縁がありまして、私達の会を運営をしていくうえで意義が

ある、というふうに会が認めましたので高知大学の森先生に顧問という形で参加さしてい

ただいております。 

それではお手元にあります私どもが作った資料の、資料６になりますかね、資料６を見

ていただけますでしょうか。６のですね、２ページ目になりますけれども、今回ここに参

加させていただくことになったことについて最初に説明しておきたいと思います。森の方

に変わります。 

 

有志の会 森顧問： 

はい、それでは発言の機会をくださりありがとうございます。まずですね、こちらに提

出した資料、ごく簡単に説明、説明というか資料の紹介をさせていただきます。具体的な
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説明に関しては共同代表の井上さんからしていただくことになります。 

こちらの県知事とまちづくり協議会会長の那須先生宛てに、はりまや町一宮線はりまや

工区まちづくり協議会に対し、歩行者に優しく新堀川を守る「有志の会」案を提案します、

と書いてございます。 

こちらの整備をめぐってはですね、これまで２回、２度にわたるパブリックコメントを

行って様々な意見が提出されてきた中で、県第１案で進めていくというような方向で進め

られてきた、というふうに理解をしております。 

ただし私達有志の会は、県第１案に対しましても、文化的遺産の破壊及び交通危険度の

増大、さらには貴重な希少生物の死滅の危険があり、新堀川周辺の良い部分すべてを壊し

てしまうと考えているわけです。 

例えば文化的遺産については、協議会では石垣を極力残すとされていますが、残される

のは四国銀行木屋橋支店前の片側のみとなっており、他は全て再整備、あるいは復元、つ

まり壊して再現を試みるというような形になっていて、城下町時代からの石垣は永遠に失

われてしまうと思っています。 

また、次の交通危険度については、走行速度が上がって小学生の物理的、心理的負担が

増すということに対する懸念が複数のパブリックコメントで指摘されていたのは委員の皆

様もご承知ことと存じます。ただし、そういったことに対応するための議論は、歩行者信

号の点滅の時間の問題という形に矮小化しまっているというふうに会として判断をしてい

るということです。 

さらには、希少生物をめぐっては、人工干潟を造って、もう一度再生を試みるというよ

うなことで進められていると思うのですが、多くのパブコメで指摘されていた本質的な疑

問、人工干潟に本当に定着するのかということについては、答えになるような議論という

のは不十分なのではないかというふうに私達は考えております。 

こうした議論が不在のまま決定される事に対して懸念を抱いて尾﨑知事宛てに公開質問

状を 12 月 27 日付けで提出をしました。こちらも参考資料という形で後ろに載っておりま

すので、またご覧いただければと思います。 

そしてお忙しい中ですね、１月 16 日に回答いただいたのですが、今申し上げたようなこ

こに記してある私達の懸念というものを払拭するものではなかった。この回答についても

後ろの方に載っておりますのでご覧いただければと思います。 

こういった 280m の今の残りの車線部分、ここを４車線に拡幅することによる失われる

代償があまりにも大きいと。で、懸念に対する協議会の議論も十分ではないんじゃないか

というふうに有志の会の皆さん考えておられるということで、そういったパブコメに答え

られるような案を独自案として私達が考えているということです。 

この有志の会案というものは、貴重な文化的遺産と環境とを将来にわたって維持するこ

と、歩行者によってできるだけ危険を少なくするということを重視したものになっており

ます。 
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私達が何よりも考えているのは、この有志の会案というものを呼び水にして、小学校に

隣接する道路としてどのように整備するのが望ましいのかということ、これを地域住民の

合意形成を丁寧に行いながら議論していただきたいと、そういったことを切望しておりま

す。 

それで私達、この提案をしますという用紙を提出した際に、２つの事を要望しました。 

１つが、有志の会案をこのまちづくり協議会の場で議論すること。その際の案の説明は

有志の会の代表が行うこと、というふうにしておりました。これが難しい場合は、最終判

断の前に知事と有志の会及び賛同人との懇談会を実施するということを要望しておりまし

た。 

で、この１が今回認めていただけたということで、発言の機会をいただいたものという

ふうに理解をしています。ここで私達が求めている議論することというのは、今回代表が

説明をさせていただいて、少し検討していただくことに留まらず、これまで今までの案に

ついても皆様が丁寧に議論しようと試みて来られたように、パブリックコメントを取って

いただくだとか、そういったこともぜひ念頭に置いて、じっくり議論していただきたいと

思っております。 

これは私達独自に第２回のパブリックコメントの時に 70軒に歩いて意見を聴取したんで

すけれども、それはもう１団体の意見というふうにカウントされてしまったんですね。 

で、私達は十分な議論を求めているので、その造ってほしいという方の声も、造らない

でほしいと言ってらっしゃる方の声も全て載せて提出をしました。しかし１団体の意見と

いうふうにカウントされてしまった。それはとても残念な思いがあるということを有志の

会の皆さんおっしゃっていたということもありまして、私も力になりたいということで今

回関わっている次第です。 

で、３ページ目に賛同人の皆さん、今回この有志の会の案が良いのではないかというふ

うに賛同してくださった方々のお名前を掲載しております。匿名を希望している方も中に

はおられました。こちらの記載について、事務局の方から、匿名というのはちょっと、あ

まり信頼を得られないんじゃないかということを指摘いただいたんですけれども、あの私

達もよくよく考えた結果、匿名でも賛同したいという方々の思いを無視するというのはや

っぱり会としての責任の果たし方として十分ではないと考えましたので、匿名という形で

記載させていただいております。今日の 16 時半時点で、ここからまた７名増えているとい

う状態です。 

私の話はここまでにして、共同代表にバトンタッチを致します。 

 

有志の会 井上共同代表： 

それでは、話を、ここで説明に入っていきたいと思います。 

見えにくいとは思うんですけれども、廃品利用というか、リサイクルを使っているんで

すけれども、これはあの志国高知の幕末維新博の地図になっておりまして、皆さん下の方
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を見ると分かると思うんですけれども、この古い地図のなかで今残っている堀っていうの

は高知城の横の内堀の一部と新堀しかないんですよ。400 年の歴史を持つこの新堀の堀を今

後どうしていくのかっていうことを考える時の、時間的なスパンですよね。これをもうち

ょっと長く見て考えていかなければならないんじゃないというふうに思っています。私も

同級生のお父さんに言われたんですけれど、孫子の代まで残さないかんものはいかんのじ

ゃないかというふうに言われました。 

今回のまちづくり協議会の車の交通量の予想がされていますけれども、今から 12 年後の

試算になっていると思うんですよ。で、12 年後を考えて今この堀を埋めるかどうなのかと

いうことを考えるのは、あまりにも時間的スパンが短すぎるんじゃないかと思うんですよ

ね。 

400 年も守られてきた堀であって、今考えたら価値が違ったものに、もっとプラスの方向

に、過去は負のものだったかもしれませんけれども、今見たらまた新たなものと私達はそ

ういうふうにこう認識しているわけなので、その辺を議論のなかで考えていただければと

いうふうに思っています。 

この協議会の議論というのがすごく丁寧に長い時間かけて行われているということは

重々承知の上なんですけれども、昨年の９月議会で、坂本県議の方から今年度末までに結

論を出さなければいけないのかという質問に対して、知事はペナルティというものはない

と答えておりますので、会が何回も必要なら、何回も何回も重ねて、本当に将来この判断

で良かったというふうにみんなが納得するようなまちづくり協議会を望んでいるというこ

とをお話ししたいというふうに思います。 

最初の論点になってくると思うんですけれども、文化的遺産の破壊の部分なんですけれ

ど、県の資料をよくよく読んでいただければ分かるんですけれども、パネルを見た方がわ

かりやすいかな。お手元に配られていると思うんですけれど、この左側、西側の堀につい

ては、上の部分を削って、蓋をするという工法が取られています。どれだけ削られるのか

というのがあまりはっきり分からないんですけど、実際工事進めてみるというか、新たな

見積もりを取ってみないと分からないと思うんですけど、ここの部分の堀が削られるんで

すよね。残るのはこの四国銀行の横の堀はそのまま残ります。しかし、この向こう側の横

堀公園のところの堀は、県案を見てもらえれば分かるように、大きく削られて造り直され

るものになるということになります。 

ですから、江戸時代のまま残っている部分っていうのはここしか残らないってことです

よ。右側の半分しか残らないということになりまして、これはちょっと道路を造る上で、

ちょっといろんな反対される方のたくさんおられるわけですけれども、この辺りがきちん

と議論があまりされていないではないかというふうに考えているわけであります。 

例えば、今回賛同者として名前を連ねてくれた宅間さん。史談会の会長になられますけ

れども、宅間さんに言わせれば、歴史専門家で新堀川をつぶしても構わないという者はい

ないというふうに断言されておりまして、強くこの県案に対して反対の態度を取られてい
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ることを紹介しておきたいというふうに思います。 

続きまして、交通危険度の増大の問題なんですけれども、県の方の先ほどの説明にもあ

りましたが、道が狭いっていうことと、歩道が狭いか、で、安全性に課題が残るというこ

とが言われておりますけれども、私達が東京海上にヒアリングを行ったんですよね。保険

の一番大きい会社なんですけれども。道路の安全性っていうのは一概には言えないんです

けども、基本的には線形に問題があるって言われるのは当然あるんですけれども、一つは

スピードですね。車のスピードがどれくらいのスピードが出るとかっていうのが安全かど

うかということのまず目安になると。もう一つが量なんですよ。どれだけ車が走っている

か。これがスピードと量、両方上がる可能性があるのが今のこの県案になっています。 

この下の方に書いていますけれども、第３回まちづくり協議会の試算ですか、予想です

か。例えばこの一番少ない数を取ってみても、約 7,000 台近く、7,000 はちょっと言い過ぎ

かもしれませんけれども、車の数が増えるということになっています。ですから間違いな

くこの道路に関しての危険性ってのは増すと思うんですよね。で、県の方の回答っていう

のはそこについては回答してないんですよ。これ、よく政治である回答の仕方なんですけ

ど、それには直接答えずに、その周辺を抜け道として使う車が少なくなるので安全性が上

がるんではないかということを言われておりますが、それは確かにそうなんですけど、こ

の道路についてどうなのかっていうのが、僕たちが聞きたいことでございまして、それに

は直接答えが返ってきていないというのが今の状況です。 

あと、歩道幅というのが資料７番にありますね。歩道幅ということで安全性が確保出来

るということを書いてあるんですけれども、同時にもう一つ言えるのは、この横幅４車線

にする事によって、幅が広がることによって渡りきれにくくなるっていうことも一つはも

う反面あるわけですね。 

特に、僕たちが見かける周りの事例で見ますと、特に高齢の方がですね、歩道じゃない

ところを渡っている例というのを見かけますけれども、あの当然子供達の安全っていうの

は当然なんですけれども、高齢者にとっても非常に渡りにくくなるという側面もあること

を無視できないんではないかなというふうに考えています。 

あと、この道の今の混雑状況と言いましょうかね、それを荒っぽい話で申し訳ないんで

すけれども、とさでん交通に行きましてヒアリングをしました。というのはバスが通るか

らっていう意見もパブコメの中に出てくるからです。で、結果的になぜこの道を通ってい

るのかっていうことを、とさでん交通さんにお伺いすると、平たく言うと空いているから

です。他の幹線道路だと道路が混んでて、定時の運行が保証できない。だからこの道に変

えたんだということが言われておりまして、聞いてなるほどなと思ったところでもありま

す。ですからこの道を広げるとさらに車が増えるわけなので、それはちょっとなんか矛盾

した話にもなるのかなと思いながら話を聞いたところでした。 

あとですね、希少生物のところは私全く詳しくなくて、ちょっと森の方から補足してい

ただこうと思うんでお願い致します。 
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有志の会 森顧問： 

かいつまんでご説明をしたいと思います。ちょっとお配りしている資料には無いので申

し訳ないのですが、第１回の協議会の資料８ですね。そちらで県でも行われた環境アセス

の結果が載ってございます。ただし、そのときに行われている環境アセスなんですけれど

も、これはあの私はすみません、専門が環境社会学なので、賛同いただいている町田先生

という生物学・生態学の専門の先生がいらっしゃるんですが、そのコメントをいただいて

きたことであります。 

こちらのですね、クロロフィルを採取して比較して経年で変化を辿っているのであるの

だけれでも、その採取しているものの対象がですね、珪藻類三種を取っているのだけれど

も、その採取しているところの地点、新堀川の地点になるんですが、こちらの満潮と干潮

の差ということを考慮されないで取られていると。なのでここは大潮時には干満差が２ｍ

にもなるので、相当の流速になり、かき混ぜられた状態でクロロフィルの採取をしている

と。そうするとその変化、あの光が当たる部分とそうじゃない部分との違いというものを

経年できちんと辿る事が出来ているかというと極めて疑問があるというようなことを指摘

しておられました。2013 年の数値がですね、著しく上がっているものになっているのです

が、これは 2013 年の夏っていうのは信じられない程晴天が続いたというような要因があっ

たそうです。ただし、その資料として提出されたものではそれらの外的な要因については

言及されていなかったということをご指摘しておられました。果たしてこれが調査項目に

設定されていて、きちんと計測の出来るものであったのかというはもう少し検証が必要な

のではないかといったことも指摘しておられました。 

加えてですね、シオマネキのグラフ、資料８の４ページですね、のシオマネキのグラフ

からは、どこの地点にシオマネキがいるか、というのを地点ごとに変えて表示されていた

ものになっています。新堀川地点や新川川の地点ですかね、そちらのグラフの見方という

ものについてご指摘をしておられました。移植をした場所である新川川の地点というのは

近年大きくグラフを見ても減っていることが分かる。しかし、新堀川の地点、小豆色のと

ころなんですが、ここは過去にはほとんどいなかったのが大変増えているというような形

になっている。これを踏まえると新堀川の個体数は圧倒的に多いとは言えないんだけれど

も、安定した数を保っているように思える。それに対して移植した対象の場所である新川

川の地点っていうのは減っているので、今の新堀川の地点が無くなってしまうと、残りは

個体数の変動が大きい、環境の変化が大きい場所でしか残らない可能性があるといういよ

うなことも指摘をされておりました。 

ちょっともう時間もあまりないかと思いますのでこれくらいで。 

 

有志の会 井上共同代表： 

最後に一つだけ。 
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お手元の賛同者の名簿にありますけれど、このほとんどの方は大体４日間の内に賛同を

いただいたものになりまして、高知大学の先生が多いのですけれども、特別森さんがいる

からということではなくて、全然専門が違うところの先生も非常に多く賛同していただい

ておりまして、僕自身も賛同者を募ったんですけど、実際こういった感じで持って行って

賛同を募ったんですけど、これあの協議会の方より県の方に言った方が良いかと思うんで

すけど、県１案を支持する人は一人もおりませんでした。で、私達の有志の案が良いって

人がほとんどで、保留というか、よく分からないって方が２人でした。私が行ったところ。

別に誘導も無くですね。というのが、私達がやった実際の結果です。その辺りを、ぜひ県

の方にも深く受け止めていただいて、この有志の会案を生かしてもらえれば、というふう

に思っておりますのでよろしくお願い致します。 

 

那須会長： 

ちょっと大幅に超過してしまったんですが、それでは次のこの提案に対して非常に短い

時間だったんですが、県の方で検討していただいておりますので、その辺の説明をお願い

します。 

 

事務局（資料７）：： 

はい、わかりました。では、私の方から説明します。 

Ａ３の資料７と書いたものをご覧ください。 

新堀川を考える新堀小 OB･OG 有志の会の、今ほどの有志の会案に対するこれまでの県

の対応ということで整理させてもらっています。 

左の枠が先ほど説明いただいた有志の会の案を転記したものになります。説明が無かっ

たんですけれども①から⑤の提案の要旨というものがございましたので、紹介をさせてい

ただいております。その右側には、その提案をする５つの要旨に対する主張みたいなとこ

ろを抜粋させていただいている状況でございます。 

で、この OB・OG 有志の会の案に対しまして、右側の表がこれまで県が回答してきたと

ころをまとめております。 

左の上からご紹介しますと、まず OB・OG 有志の会から昨年の末に公開質問状というの

が高知県に対してございました。 

大きく、希少動植物、文化的遺産、交通危険度ということで、今回のご提案とほぼ内容

は同じようなものとなっております。それとこの右側のですね、パブリックコメントの意

見、これも第１回、第２回実施してきておりますけれども、同様に同じようなご意見がご

ざいました。これに対しまして、これまで県の方で回答をしてきたところを右の端にまと

めておりますので、紹介します。 

公開質問状に対しましては、今年の１月 16 日に回答しております。第１回パブコメに対

しましては、昨年の９月 29 日、第２回が 12 月の 28 日に回答をしております。 
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まず一点目の要旨に対しましてですけれども、高知市の中心部に希少動植物が生息・生

育する多様な自然環境があることは、大変貴重と考えております。新たな道路計画案では、

水面と干潟を創出し、自然環境と道路交通との共存に重きをおいています。なお、今回提

案しています人工干潟については、協議会の専門委員からの評価をいただいておりまして、

また過去に県が実施しました別の場所におけます人工干潟への移植につきましても継続し

て毎年シオマネキの個体数を確認しているところでございます。 

専門家委員の評価として抜粋しております。 

第２回協議会では、道路整備と自然環境は発達した都市中心部では条件を異にし、共存

は困難な取り組みとなるが、このような干潟の創出に挑戦することも重要である。新たな

道路計画案の横堀公園前や駐車場撤去部の干潟の創出は共存できる手法として有意義であ

り評価できる。 

第３回協議会では、人工の干潟は天然の干潟に劣らず、十分に生物が増えているという

ことが他の場所で証明されているといった評価をいただいております。 

２点目の要望に対しましては、江戸時代の堀が今もなお残存していることは大変貴重で

あり、道路整備を行う際には十分な配慮が必要と考えております。新たな道路計画案では、

歴史の専門家のアドバイスによりまして、堀の石垣を極力残すとともに、堀の築造当初を

想像させる整備を提案しております。道路に影響する西側の石垣は上部を取り除いた上で

現位置で保存しまして、駐車場部は新たに復元、公園前は昔の積み方に再生する事を提案

しております。 

歴史の専門家の評価を紹介いたします。 

第２回協議会では、堀は当時の幅の両側が残ることが望ましいが、新たな道路計画案は、

駐車場撤去部も含めて、桜井橋から電車通りまで、石積の連続性が確保されており一定評

価できる。歩行者や道路交通の安全を確保するため、堀との共存を図った道路整備はやむ

を得ない。整備にあたっては江戸時代の積み方の再現に努めていただきたい。 

第３回協議会では、石垣の公園前の再生や、駐車場撤去部の新たな復元は、古くから用

いられていた野面積みが望ましいといった意見をいただいております。 

３点４点目は同じような要望ですのでまとめますと、はりまや町一宮線は、南北のスム

ーズな交通の確保や市街地の中心部を通らずに目的地へ行ける機能もあります。はりまや

工区が４車線になると、小学校周辺の生活道路が抜け道として使われることが少なくなる

ため、地域全体の安全性が高まるのではないかと考えております。また、道路幅は広くな

りますが、完成している区間と同様に、安全に渡れる信号時間が確保されることになりま

す。なお、新たな道路計画案は、児童や高齢者など全ての人々が安心して安全に通行出来

る歩道幅を確保しています。 

５点目が歩行者天国等の要望ですけれども、はりまや工区は、将来の人口減少を踏まえ

た推計におきましても４車線が必要な交通量が予測されております。このため、通行止め

や歩行者天国にしますと、現状で言えば 1 日 10,600 台もの交通がありますので、この車が



31 

 

周辺道路へ全て流れることとなります。渋滞の悪化による生活環境への影響が懸念され、

現実的ではないというふうに考えております。はりまや工区が４車線整備されますと、周

辺道路の渋滞が緩和されまして、歩行者優先の活用など、検討することが可能となります。 

以上が県の方でまとめたものになります。 

 

那須会長： 

はい。 

 

橋田副会長： 

一つ質問かまんろうか。 

 

那須会長； 

あ、どうしましょうか。 

 

事務局： 

 では先に県の方が質問がありますので、それが終わってからにしましょうか。すみませ

ん。 

 

那須会長： 

では、お願いします。 

 

事務局： 

それではですね、まず課題認識を確認した上で質問させていただきたいのですけれども、

これまでの協議会でも、希少動植物や歴史的文化、それから交通の状況、まちづくりとい

った大きな４つのテーマに沿った議論がされてきました。 

まず、希少動植物につきましては、希少動植物が生息・生育する自然環境がこの街中の

新堀川にあることが大変貴重であるというふうに考えております。 

また、歴史・文化につきましても、新堀川の界隈には武市半平太の道場跡だとか、中江

兆民の生誕地など、歴史的に価値のある史跡が数多く残されておりますので、こういった

地域が貴重であるということを考えております。 

交通の状況につきましては、朝夕の渋滞によって周辺道路が抜け道として使われており

まして、住民の生活へ影響を及ぼしております。また、歩道が狭いので通学児童や自転車

が大型車の間を通り抜けるなど危険な状態にございます。 

最後にまちづくりにつきましては、このような貴重な自然環境や歴史的な価値のある地

域でありながら、これらが観光資源と活用されていないといった現状を我々認識しており

ますけれども、ここは共通認識ということでよろしいでしょうか、代表。 
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有志の会 井上共同代表： 

一緒だと思います。 

最後にまちづくりのことで、現状では確かに観光地として活用されていない面があると

思うんですけど、取組というか努力次第かなというところもあるのかなと。 

 

事務局： 

現状の認識は？ 

 

有志の会 井上共同代表： 

そうです。ほぼ一緒です。 

 

事務局： 

その上でですね、先ほどのね５つの提案に対しまして、少しご質問があるんですけれど

も、まず一つ目の文化的遺産、新堀川周辺の環境を守るため２車線のままとするといった

要望がございましたけれども、これに対しまして２点ほどご質問がありまして、まず、は

りまや工区につきまして、先ほど言いました将来でも現在でも４車線が必要になる交通量

が推計をされておりますので、２車線にすると周辺道路が抜け道として利用されている現

状が変わらず、現在、地域の住民の方からは早期の４車の整備が求められておりますけれ

ども、これに対してどのようなお考えなのかということと、人工干潟の事もありましたの

で、協議会の専門委員さんからは人工干潟について評価をいただいておりますけれども、

それでも貴重な希少生物が死滅するというのはどのような根拠があるのかというところ。 

 

大野委員： 

一番大事なところを誤解してると思います。一つは、この道路のところが埋め立てられ

ると思っている。道路の下は、全部川面で、下駄を履いてるのです。 

だから、堀は元のままの面積の川面があります。だからあそこはね、堀は史談会会長さ

んが、堀がなくなるのは非常に心外だと言われましたけれども、堀自体を残そうと、いか

に我らが努力してきたことを全然理解されてないんです。堀自体の川面は昔のままなので

す。その上に下駄を履かしてその上に道路が通るわけですね、だから堀は昔の堀がそのま

ま残るんです。「そのところを堀が無くなる、または狭くなる」という意味で理解されてい

ることが大きな誤解じゃないかと思うのです。下駄を履かして、川面の面積は変わらない

んです。そこを理解されてますか。堀は残るんですよ。堀は残って、下駄を履かして、川

面の面積は同じなんですよ。 

 

西岡委員： 

すみません、川面といったらどういうものです？ 
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大野委員： 

水面（すいめん）ですね。 

 

西岡委員： 

水面を川面っていうがですか。 

 

大野委員： 

それに下駄を履かせて造るから、堀は残るのですよ。あの、なんて言うか、道路の下に

ね、下駄を履かせて、そこを、僕は。皆さんが理解されてないんじゃないかと思っていま

す。それで、我々が長い間議論しているのは、いかに堀を残して、そしてその上に道路を

造るかっていうのを努力したわけです。 

 

有志の会 井上共同代表： 

ちょっと質問がいくつか来たので、 

 

有志の会 森顧問： 

今、大野委員がおっしゃった事に対してお答えをします。 

 

大野委員： 

はい。 

 

有志の会 森顧問： 

まずですね、その、川面を残す、そのお堀を残すというのと川面が残るのは別だという

ふうに認識しております。それこそ宅間先生なんかもおっしゃっていたのは、石垣を含め

て、昔のままの川幅や、石垣の上を削られる事もなく残るということが保存というふうに

おっしゃ仰っているんですね。 

で、その川の面積、川面の面積だけを見れば、大野委員がおっしゃるとおりかもしれま

せんが、それは果たして歴史的建造物を守るということになるかという点だと、そこにつ

いては異論を持っている方々が有志の会含めまた賛同人の方も含めいらっしゃるというご

指摘を差し上げたいと思います。 

 

大野委員： 

文化的建造物の方は素人ですからね、何も言いませんけれども、堀っていうのはね、生

物学的な、自然科学的な意味が残ってるわけです。それをまず理解してほしい。 
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有志の会 森顧問： 

川面という意味での水が流れる場所という意味で、広く残っているということについて

は、おっしゃっていることは理解いたします。ただし、ここの周辺に住む人たちにとって

は、私がお話を伺っている限りでは、決して自然科学的な水が流れる空間だけを指してい

るのではなく、その周りにある石垣や、川幅そのものも含めて、お堀と皆さんおっしゃっ

ているふうに私自身も皆さんのお話を聞いていて理解しています。 

 

有志の会 井上共同代表： 

今、話にありました県のはりまや工区の交通量のことの質問ですね 

 

事務局： 

はい。２車線にするにしても４車線に必要な交通量が今現在流れてますので、その交通

量が周りの生活道等に流れていっているということで、周辺の地域の方からは４車線が求

められているといった状況に対して、どのようにお考えでしょうかという。 

 

有志の会 井上共同代表： 

今ちょっと手元に無いんですけど、私どもが取ったアンケートの中でここが歴史的に大

事な所だっていうのがあまり学校でも勉強しないみたいで、正直 10 人に１人、知っている

か知らないかって感じなんですよ。400 年も昔からある堀が。 

高知城の横の堀っていうのは昔の面積のままじゃないんですよ、川幅が。昔のまま残っ

ているというと新堀だけなんですよ。僕、歴史の事これ以上詳しくないんで。歴史的価値

っていうのはかなりのものがあると思うんですよね。それに対して今歴史的価値の議論し

かしませんでしたが、同時に環境の事もあるわけで、その事を踏まえてそういう環境を、

周辺地区の自然環境、史跡を守り保持するために、生活や仕事に少しの制限がかかっても

構わないと考えるかという問いに対して、そう思う、ややそう思うという人が 65.7%。僕

たちが取ったアンケートの中ではですね、の方がいらっしゃると。まあ７割はいってない

ので、不十分な点があろうかと思うんですよ。けれども、少々そういう自然のためだった

ら、もう一度失われると元に戻らないじゃないですか。大事な自然だからもうそのまま置

いといて、人間の方がちょっとね、こういう社会なのでちょっと時間かかっても仕方ない

かなっていうことで、ご理解が得られるんではないかというふうに考えています。 

で、あと当然こっちの子供達の通学やあるいは横断歩道とか、信号とかどういうふうに

配置するのかっていうのが、私どもは専門家ではないのであくまでも骨格だけの提案して、

あとはそれこそプロの都市計画課の皆さんのお力添えをいただいて、どうすればこれがさ

らに安全になるのかっていうことを詰めていければいうふうに考えているところです。 

ごめんなさい、もう一つ質問があったかもしれません。 
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事務局： 

時間がないので手短にお願いしたいのですけれども、大きく２点だけ。 

車道、車の話は先ほど言ったように、周りに影響があるからどうお考えかということと、

もう１点、歩道の事で、ポールを設置するというのは、あれは図の提案は両側ですか、片

側ですか。 

 

有志の会 井上共同代表： 

そこは今の段階では考えてないです。 

 

事務局： 

わかりました。 

そしたらですね、昨年、緊急合同点検というのが PTA と警察とがここでやられてます。

その結果、PTA 等からは歩道が狭くて非常に危険であると。大型車もあって子供達危険で

もあるので歩道の拡幅が要望されてますけれども、そういった声に対してどうお思いかと

いうことです。車道と歩道のその２点をちょっと、簡単に。 

 

有志の会 井上共同代表： 

車道？ 

 

事務局： 

車、２車線にしたり、通行止めにすると周りへ影響しますよね。というのと、歩道は PTA

からも拡幅の要望がでてますと、そういった声に対して、どのようにお考えかということ

です。 

 

有志の会 井上共同代表： 

車が外に、横に逃げるって事ですよね。 

 

事務局： 

そうです。脇の道の方へ。 

 

有志の会 井上共同代表： 

その話はね、僕もここの地理感はあるので、あの、それこそ、車屋さんがおるんで同級

生に。だから話も聞いとるところではありまして、どうしてもそういうふうになっちゃう

んですよ。どこが早いかって考えて大体の人は運転するんで、結局はあの、そういうふう

になっちゃう。空いてる方に行っちゃうっていうことなんですよ。それで、その意見に対



36 

 

する答えっていうことで言うと、そんなにここのところは小学校もあるところなので、慌

てずに行きましょうよっていうのを皆に周知してっていうんですかね。っていうことを考

えているところです。ですからスクールゾーンということも提案の中の一つとして入れら

せていただいていることになります。あと、何でしたかね。 

あ、あの PTA の話はそれも良く承知しております。教頭、同級生なんで、教育委員会に

要望してるっていう、年１回あるんですよ、私も PTA を一宮の方でやっているんで、その

話は承知しておりますが、そのことに関しても、僕たちは専門家ではないので、この道路

を例えばですよ、歩道片側だけ付けて、他片側付けないなんてことが出来るのだろうかっ

てことも分からないんですよ。多分出来ないと思うんですよね。よく知らない。僕分かん

ないですよ。そういうことも含めて、都市計画課の皆さんのお知恵をいただいて、新たな

物を作っていきたいということを考えております。そういうやり方っていうのが、国土交

通省なんかでは推奨されていますよね、段階的にやっていくっていうやり方を。 

 

那須会長： 

私ですか。 

 

坂下委員： 

橋田さん。 

 

橋田副会長： 

まずは先ほど教頭が、言ったけんど、学校は校長が、私は学校としての立場があります

ので役員には入りません、地元の意見を大事にしてくださいという事でしたので、教頭の

名前をここで出したり、学校のそういう事について出したらおかしい。 

 

有志の会 井上共同代表： 

それはですね、事実確認をしただけなので、毎年やってる、確かに公的な場ではそうな

のかもしれないですが学校の立場を今言っているのではなくて、事実を知っているかとい

う話だったんで、じゃあ知ってますよっていう話。知らないって言うと嘘になるかなと思

うので。 

 

坂下委員： 

なんかおかしいやないか、そんなの。 

 

有志の会 森顧問： 

おかしくないと思うんですが。 
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有志の会 井上共同代表： 

おかしくないって言ってますよ、どうぞ。 

 

橋田副会長： 

まあまあ、それから、いいですか？ 

 

有志の会 井上共同代表： 

はい、どうぞ。 

 

橋田副会長： 

それから、この名簿を見せていただくと、高知大というのが多いですけんど、これは生

徒ながですか、学生ですか。 

 

有志の会 井上共同代表： 

教授です。 

 

橋田副会長： 

全部教授ですか？ 

 

有志の会 森顧問： 

准教授と教授と講師。 

 

有志の会 井上共同代表： 

基本的に全部、いわゆる教員です。 

 

橋田副会長： 

これ全部。 

 

有志の会 井上共同代表： 

はい。 

 

大野委員： 

あのね、これを見て僕は全部の方を知ってるんですよ。生物系の人は。それで、どうい

う形で賛同したか、仕方をちょっと聞きたいのです。 

というのは、この生物系の先生方は、アマモもシオマネキも、こういう川の事も、全部

は知らない先生方なのです。だから、言いましょうか。時間かかるから止めましょうか。
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生態の先生、生態学者は、町田先生とあと１人か２人くらいですね。あとは細胞学とか、

陸の、松井さんあたりは、地衣類なのですよ。だから、どういう形で賛同を得たか、仕方

を。その中で一番大事な生物学の中では生態学者の石川愼吾さんの名前が。愼吾さんにあ

たったかどうか、石川教授に面接したかどうか聞きたいです。一番聞きたい先生に聞いた

かどうか分からなくて、これの方は生物の先生だけど。ほとんど。 

 

有志の会 森顧問： 

はい、お答えします。 

先生方の専攻は、魚類生態学や分類学、構造生態学、群衆生態学、天敵昆虫学、昆虫生

態学、海洋生物、特に甲殻類ウミガメ類の生態繁殖分類、植物分類学、地衣類、海洋生物

学、藻類などいらっしゃいます。 

そしてこの時どのような形で先生方に働きかけたかというと、こういった案を議論の俎

上に載せることについて私達は提案をします。それについていかがですかというところを

伺ったところ、こういった案がきちんと議論されているという印象を受けていないので、

そこの生き物たちがどうなるかということについては検討がまだ足りないというふうに感

じているので、それは諸手を挙げて賛同しますと言ってくださいました。 

そして今日那須会長もおっしゃっていたように、まさに学術というのは、多方面からで

すね、どれが正しいのかという検証が必要な作業だと思っております。なので、ここで賛

同してくださいました先生方は、やはりまだ何か足りないということを思っておられる先

生方、私も直接存じ上げている方だけではなく、そのスノーボールサンプリングじゃない

んですが、そういった形でお声がけをしていたということもありますので、行くべきとこ

ろに行ったかどうかについては、ちょっと私は判断しかねるというのが率直なところです。 

 

大野委員： 

なるほど。僕もずっと長年、高知大学にいましてね、高橋さんも知ってますけどね、こ

れらの方々は、アマモとか希少生物に関しても、造詣が深い人たちではないのです。 

 

西岡委員： 

無い人が賛同したらいかんがですか。 

 

福留委員： 

すみません、先ほど賛同していただいた方って言われましたけれども、この３ページ目

の一番上にですね、有志の会の案に賛同していただいた方のお名前って書かれてますよね。 

そういうことじゃないって先ほど言われましたよね。こういう案を議論していただける

ことに賛同していただいたって言われましたね、先ほど。 
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有志の会 井上共同代表： 

すみません、私達の資料でお配りしております、有志の案の後ろにあるでしょ。私達の

一番最初に言えば良かったんですけど、時間を省くために、資料６ページの１番と２番の、

有志の会案を提案しますってあるでしょ。これを、全員にお配りして、同時に分かりやす

いように、今日手元にあるような有志の会案の提案、これではないんですけどこれと似た

ようなものをそれを全部お配りして、賛同をこんな形で、署名捺印されてる方もおります

し。ですから私達の意見と一緒だと思っていただいて問題ないかと。 

私達が提案したことに反対、反対、反対、 

 

福留委員： 

先ほど言っていたことと違いますよね。先ほど言ったことと。 

 

坂下委員： 

違う、違う。 

 

有志の会 森顧問： 

えっとですね、違わないと思うんですけれども。 

 

福留委員： 

いえいえ、違いますよ。 

 

有志の会 森顧問： 

この案を提案して議論することについて賛同していただくということで、それはこの案

に対して反対していたら議論する余地はないですよね。そういう意味で全く違うと言いま

すか。 

 

有志の会 井上共同代表： 

それはある意味一番に書いている文言をただ読んだだけで、一番に書いていることを、 

 

那須会長： 

あの、ちょっと待ってください。あの、言葉のごまかしは止めましょうよ。 

 

有志の会 井上共同代表： 

いや、 
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那須会長： 

いや、森さんがこの案を議論する事に賛同するって言われたので、そうじゃなくてって

言っても、それは違うことを言われているのではっきりさせてください。 

 

有志の会 森顧問： 

分かりました。分かりました。 

訂正を致します。すみません。この、今回の趣旨に賛同をしますというふうな署名捺印

をいただいているんですね。そして口頭でお話をしていたときに、この案について議論を

すること、議論の俎上に載せることを含め、この案そのものを含め見解を伺っています。

で、その双方に対して、賛同はいただいているという状態です。 

 

有志の会 井上共同代表： 

ですから、あの、私達は、元新堀小の出身者ということと、だけではちょっと、 

 

那須会長： 

別にテープを録ってるわけじゃないんですけれども、あの、森さんはね、この賛同者方

に説明して、専門家での話もない、ということも言われた上でね、だけどその人達がなん

となく、 

 

有志の会 井上共同代表： 

すみません、専門家ではないというのは？ 

 

那須会長： 

いや、それはあの、委員のご指摘に対して、そうじゃないかもしれないと、スノーボー

ルって話もされて、わかんないと言われましたけど、ただその中で議論が尽くされてない

かもしれないという中で、賛同するとこう言われたので、話がどうも変わってきてるので、

そこはいいですよね。 

 

有志の会 森顧問： 

えっとですね。 

 

大野委員： 

ちょっといいですか。 

 

那須会長： 

はい。 
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大野委員： 

僕はね、アマモの専門家としてきてはいますが、この方々全部知ってるんですよ。この

高知大学の、生物系の先生方の中で、アマモの研究者は一人もいないのですよ。 

専門の人は一人もいないのですよ、はっきり言って。それからシオマネキを専門にして

る先生もいないんですよ。 

 

有志の会 森顧問： 

町田先生もそうなんですか。 

 

大野委員： 

町田先生も本来は、魚類学者ですからね。魚屋さんです。 

 

有志の会 井上共同代表： 

魚屋さんって言い方は発言としてまずいんじゃないんですか。 

 

大野委員： 

だから、そういう分類。アマモ研究していて、またはシオマネキを研究していて、反対、

賛同するなら分かるけど、なんとなく、生物学者であるということで。 

 

有志の会 森顧問： 

すみません、なんとなくというのはそれは違うというふうに申し上げたいと思います。

その先生方はきちんとこれをご覧になって、あの判断をなさったのでそれはなんとなくで

は決してない。しかもそれは、研究者なのでそんな適当なことはなさいません。 

 

大野委員： 

数並べみたいにね、生物科の先生をずらずらと並べたから。 

 

有志の会 森顧問： 

それは、私が専門ではないかもしれないと先ほど申し上げたのは、委員がおっしゃる程、

なんと言いましょうか、厳密な意味での専門家どうかの判断は、それは私は社会学が専門

なので判断が出来ないという意味で申し上げたんですね。 

なので、決して専門家かどうか分からないというのは、全く分からなくて適当に賛同し

ていただきましたなんていう意味では受け取っていただきたくは決してなくて、それはそ

の賛同してくださった先生方に対してもとても失礼なことなので、そういった認識ではな

いようにしていただきたい。 



42 

 

 

那須会長： 

あの、分かります。そういう気持ちは分かります。 

その時にね、だとするとね、さっき委員が言われたとおりね、専門家がいないとすれば、

一方で県の方で、この協議会で会を重ねて丁寧にやってきた中でね、本当の専門家の方に、

見解を聞いたのがここにさっき高知県の方で整理していただいた、専門家委員の評価なん

ですよね。本当にど真ん中の専門家の人に評価していただいたということもあるので、そ

こについて、どう思いますかっていう、多分さっき高知県の方の説明、質問だったと私は

聞こえたんですがね。それに対して、どう思われますかということだったと思うんですよ

ね。 

 

有志の会 森顧問： 

死滅するという事に関するコメントに対して、 

 

那須会長： 

いえいえ、この本当の専門家の方が十分これは可能性がある、ということ言われてるの

に対して、専門でない方がそれは危険だと言うのは、これは見解の相違があっていいと思

うんですけども、だけど少なくともね、この協議会では非常に丁寧に専門家の方に意見聞

いてね、この案を作り上げていると、いうことに対して、この有志の会の方が、このある

意味、私にもこの文章投げ込まれてたんで、私正直受け取って無いんですけれども、私昨

日見たんですよこれ。誰か来られて殴り書きでぽっと放ってあったんで、それを見たんで

すよ。でもそれでもね、やっぱりここの委員会で丁寧に専門家の意見を聞いたものに対し

て、真逆の事を言ってるっていうことがね、どうしても私はこの専門家ではないけれども、

納得いかないところがあるんですよね。 

 

西岡委員： 

すみません、酒田さんみたいな人がおりますわね。酒井さんか。今回はいないけど。 

それとあの、大野さんにも言いましたけど、賛同人がその先生、教授、専門家やなけれ

ばいかんということですか。 

 

那須会長： 

いや、そうじゃないと思いますよ。専門家じゃなくていいと思います。僕はそんなこと

一切聞いていない。 

 

西岡委員： 

そんなこと言うてないですか。 
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那須会長： 

いやいや、そんなこと私は一切聞いていない。 

 

西岡委員： 

賛同人っていって、専門家じゃ聞いてなくてもそれこそすり替えじゃないです、論点の

すり替え。 

 

那須会長： 

いやいや、そうじゃなくて、丁寧に本当の専門家に聞いてる。 

 

西岡委員： 

本当にいうのも、ちょっとほら、酒井さんみたいな人もおるわけですね。あの１回目聞

いたでしょう。 

 

那須会長： 

いやいや、だけど、 

 

事務局： 

あの、森さんにお聞きしたいんですけれども、今までこの協議会ではずっと、自然をい

かに大事にしているか、というようなことを議論をずっと積み重ねていただいて、今、新

たな道路計画案が良いのではないかというような方向になっておるわけですけれども。そ

ういった今までの議論の積み重ねとか、我々の協議会委員さんのアドバイスなんかもきち

んと説明をされた上での賛同になっているんですか。 

先ほど森さんは環境のことは詳しくないからというような事を言われましたが、今まで

のせっかくの議論の事を触れずに、本当のところを無視したような形での賛同になってな

いんでしょうか。 

 

有志の会 森顧問： 

お答えします。公開されている資料や議事録については、こちらにありますのでという

形でご紹介をしておりますので、それを一切見せずに賛同の是非を決めていただくという

ことはもちろんしておりません。それは科学の姿勢として誤っていると思うからです。私

も自然科学としての環境には詳しくはありませんが、環境社会学という科学者であります

ので、そんな事実をねじ曲げるような形で判断を求めるということは致しません。 

 

西岡委員： 

ちょっと島田さん。 
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事務局： 

はい。 

 

西岡委員： 

あの、今言いましたよね。方向に積み重ねてって。そういうことになってます？まとま

ってないでしょ、まだ。そういう方向でいきたいというがは分かるけんど、自分らもね、

反対とか賛成とかじゃなくて、提案をもっとしましょうと、本来の建前、本音で地域を元

気にするがでやりゆうがですからね。 

それを二項対立みたいに言うんじゃったら、それこそすり替えみたいになります。議事

録見てもそういうことになってないでしょ。あの、積み重ねていきゆう人もおるかもしれ

んけど、島田さんが言うように、けんど地域のことも考えながら具体案提案しながらとい

う人もおるかもしれん。だから、どっちが賛成とか反対とかいうちんまい話じゃなくても

っと提案をしていかないかん、皆が。それをそういう方向やきってものすごいそっちの方

へそっちの方へとなんか引っ張る話になってる。 

 

那須会長： 

 まあ、あの今、そこが論点じゃないので中身の話をですね、ぜひしてほしいと思います。。 

 

西岡委員： 

 要するに、今ああいう形で事実じゃないことを言うた場合は言うちょかないかんでしょ

う。そういう方向でおる人はおりますよ、そら。 

 

那須会長： 

 それは、それこそね。これまでもお話してきたとおり、皆さんそれぞれの主義とか、価

値観を持ってますから、それは自由だと思います。言っていいと思うんですけど、ただ、

まとめていく中でね、きっちり、要は一つ一つ丁寧におさえてきたのは事実ですから、そ

れをこう違うってことはこれは違うのでは。 

 

西岡委員： 

 違うて言うてないですよ。島田さんがそういう形の方向にて言うたことを言いゆうだけ

のことであってよね。それをちょっとずらしていくがです？ 

 

那須会長： 

 いやいや、何もそれはしてないです。だから聞いているわけですよ。 
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西岡委員： 

だから多様性をもってやりましょうということやきよね。それをね、一定の方向に一定

の方向にみたいに感じますけど。 

 

那須会長： 

 あの多様性の方向っていう面で言うと、いろんな４つくらいの課題があって、今日は地

元の意見を聞いていないんですよ、ものすごく時間を使っちゃったんで、ただ、それでも

ね。皆さんの意見を聞くということを私はしたいと思っています。その中で、今言った多

様性ですよね、多様なことをすべて全部 100 点はできないわけですから、ただ何がベスト

かっていうことを、80 点を４つ積み重ねたら、320 点になるわけですよ。でも、一つ 100

点とって、あと０点だったら、100 点なんですよ。それを我々はここで議論してきたはずな

んですよ。 

 ですから、本当に何がいいかっていうのは、合計足し算して、本当に地元の人にそれを

納得してもらうっていうことをすべきだと私は思っています。 

 あの、丁寧かどうか見解の相違はあるかもしれないけど、だけど、少なくとも、私は正

直に言うけれども、高知県には相当無理を言いました。こんなことできますかっていうよ

うなね。幅いじめたり、線形いじめたりね。制限速度もいじめて、なるべくこうその水面

をね、見えてる水面を広げるっていうすごい議論。喧々諤々の議論ですよ。ある意味私は

高知県の敵だったかもしれない。それくらい皆さんの意見を集めて、で最終的に案１、案

２って出した。 

あの事実として大事なのは、それはちゃんとやったかどうかというのは皆さんの評価だ

と思うけれども、だけど、パブリックコメントね。先ほどまあ、団体１と言ったけれども。

集めた票と自主的な票は違うわけで、そこはまた理解してもらえると思うけれども。だけ

ど、最初のパブリックコメントでは、反対が３分の２で、地元の賛成も３分の２しかなか

った。 

ところが、県には申し訳ないけれども、相当いじめちゃったんですよ。で、その結果出

てきた案に対して、地元の賛成が９割、で全体、県外の人を含めて３分の２の人が賛成に

回ってくれた事実は重いと思う。 

 だから今日ね、さらに提案が来たことに対して、聴くってことは、私はその上で判断さ

せてもらいました。高知県にしてみては、不本意かもしれない。だけど、それは意見とし

て出てきたんだから、一応聴きましょう。そしてその中身をきっちり理解しましょう。そ

の上で最終的に遅くないのではないかということで、来ていただいたということなんです。

そこを十分考えてね。さっき西岡委員がまさに言われたとおりね、多様なね、価値観を全

部集めて何が一番いいかということを議論することだと思います。 

 で、あの、今日はこういう形でお話しさせていただく中で、一部の委員のご意見しか聞

いてないんで、できれば、いつもこっちから始まるんで、今日はそっちから順番にですね。
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それぞれ意見を、なければあれなんですが、十分言ったということであればいいんですが、

少なくとも地元の方の意見も聞けれてませんし、少し、あのお話を順番にお聞かせいただ

ければと思います。よろしくお願いします。こう回りに。 

 

福留委員： 

いいですか。すみません。今日で４回目の協議会になるんですけれども、なかなか、本

当に県の事務局の方からも線形にも那須先生言われたように、色々な努力をしていただい

ていると思います。全く道路をやる、やらない、二者択一ではなくてですね、なんとか自

然とも共存できる、歴史も残していけるような方法を、話し合ってきたつもりです、この

場で。それに全く真逆な意見が出てきたわけですけれども、どう言いますか、今までの地

元の方がやっていただきたい、道路整備を進めていただきたいという意見がある中で、今

回出てきた意見というのは、全く地元の方の意見を無視したような意見でないかと私は感

じております。以上です。 

 

田中委員： 

 さっき言い忘れてたんですけど、あの、B/C についてですね、環境経済が専門の新保輝幸

教授。こちらですね、先生にお伺いしております。その回答が、来てますので、短い文章

だったんで読まさせていただきます。 

通常の費用便益分析の考え方を適用するのであれば、工事で新堀川の干潟が破壊される

場合、その干潟の価値、生物の多様性の価値やレクリエーションの便益、環境教育に利用

するという価値、干潟の水質浄化機能等々をなんらかの形で評価し、それが失われるとい

うことで、その失われる便益を丸々社会的な費用として計上することが常道ですと。ただ、

工事で干潟が完全に破壊されるかどうかは私に判断できないので、その点は別の専門家の

意見を聞く必要があるでしょう。なお、生物多様性の価値やレクリエーション便益などは

CVM 等の環境評価手法で評価することが可能です。っていうコメントをいただいておりま

すのでご紹介しておきます。 

 

那須会長： 

至極まっとうな意見を言われていると思います。 

 

西岡委員： 

 地元、何人住んでいるかご存じですかね。はりまや小学校校区。 

 

橋田副会長： 

 南街と高知街と北街でですか？ちょっとわからんです。 
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西岡委員： 

平成 25 年に人口は 8,158 人おった。新堀小学校に何人今、はりまや橋小学校に何人今お

るかご存じです、生徒が。市役所やったら知っちゅうでしょう、当然。 

 

福留委員： 

 400 人くらいですか。 

 

西岡委員： 

 惜しいですね。398 人。ということで、親御さんおりますよ。おじいさん、おばあさん、

自分らあも、まあ孫も。要はその地元地元という、何人聞いたかということですよ。全部

聞けとは言うてないですよ。そういうことを含めたら、まだ自分は地元の、ほんで、それ

からよう言うちょかんといかんことやけど、別に賛成の人とか反対ということではなくて、

要は意見を聞くということを言いゆうがですよ。自分は、反対の人を増やせとかそういう

んじゃなくて。多様性って今言われましたよね。そういう意見を聞くということがまだま

だ十分やないと。 

 

伊藤委員： 

 私は江ノ口の明日を考える会の代表としてここに参加さしていただきました。江ノ口の

明日を考える会としては、市や県に早くこの道路を造って欲しいという要望を出しており

ますので、そういう面で、但し、ここでは言うてないんですけれども、ご意見が色々出て

くる中で、素晴らしい、ああ、そういう考え方もあるかということをお聞きしましたけれ

ども、それを元にして、県が出してきている案はいろんなところから出たことを、まあ、

100 点ではないですけれども、いろいろ考えて案が出てきておるので、私は早くこれをやっ

ていただきたいと思っています。以上です。 

 

小原委員： 

あの、旧中新町の小原です。先日、パブリックコメントのアンケートでは、ほとんどの

方が、１案の４車線の案で、混むから早うやってくださいという意見がほとんどでしたの

で。僕も含めて、旧中新町町内会の、もちろん町内会の方ですけれど、全部、西岡さんが

言うたように、そこら辺のマンションから地区から子供から大人からそんなことは全然、

あの行こうと言うても無理ですきね。一応町内会の方の意見がそういうことで、僕として

は早うに４車線にしてもらいたいと思っております。以上です。 

 

今田委員： 

 私はこの会に出てから、最初のはしに言ったのは、カニが大事か人が大事かと言う話の

中で、先生はおっしゃいましたよね。カニは流れ着いたものや何とかいう話から始まり、
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そしてこの会の中で一生懸命みなさん真剣に話をして、折り合った所があの案じゃないで

す？あの今度の三案。あの図まで降りてきて、県の方もこれでやらんと。私の町内会は 192

軒です。３人おったら 600 人おります。はりまや町３丁目の、その一応会長をやっており

ますが、みなさん、誰に私が聞いてもなんでここで止めて一番多い町内が、この道路に関

して。500 人の人が車 190 台ばあ持って生活しゆう。あとは新堀小学校があって、向こう

に２～３軒、向こうは四国銀行があってほとんどないですよね。 

この意見聞かんづつにこのことを反対とか賛成、私も西岡さん、うんとご存じで、反対

とか賛成やなしに、ここまで煮詰まったものを、ここまで引いて川をもう一回、新堀川を

造る感じばあ引いたわけですから。道路減らして。これは、そろそろ、これは例えば、も

うちょっと丁寧にとおっしゃるけど、３年も４年も５年もかけても、私は決して前へ進ま

んと思う。ここまで進んだもんで、よくぞこう折り合って県の方も、次々にこう変えてき

て、ここまでやってきたなあとこんな感じがしておりません。ぜひやってもらいたいなあ

と思っております。 

 

坂下委員： 

私は、はりまや町１丁目２丁目の会長、坂下です。私の所、今田さんの所も言いました

けど、183 あの、持ってます。 

その中で、うちのの中の町内会の全員が早く造れと道路を。少々１人２人反対してもか

まん。どうしてもやってくれと。そういう意見ばっかりです。 

 もうせっかくここまで来たがやけん。今日あたりでも解決してもらいたい。はっきりと。

以上です。 

 

橋田副会長： 

 先ほど、あの堀のことと、高知大と書いてあることについて質問しましたけんど、まず、

今、前にずっと写ってますけんど、今は新堀川であって、昔はよこぼりでしたので、ぽん、

ぽん、ぽんとよこぼりです。で、しんぼりと言うたら、今のはりまや橋小学校の南側で横

に出ていて、材木町の所で、材木を運んだりするのに、川を造った。そこがしんぼりです。 

ですからその他、下の方、鏡川に近い方はよこぼりとかそういうふうなことを言ってお

って、これをしんぼりというのであれば、新堀川というようにちゃんと言わんと今は通用

せんということですね。 

しんぼり言うたらもう消えてます。埋め立ててますので。これはもう西岡さんらあは分

かっておると思います。 

 

西岡委員： 

 今は新堀川って言いやあせんことないかえ。 
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橋田副会長： 

新堀川ということです。ほんで新堀川と言ったらいいんですけど、ただしんぼりといっ

たらしんぼりは材木町のほうがしんぼりで今はなくなっています。 

 

西岡委員： 

 新堀川ってみんな言いゆうがやないかえ。 

 

橋田副会長： 

これは新堀川と言ったらいいですねえと言いゆうわけです。 

あと、これはお城の外堀だというように言ってますけど、これは、決して外堀じゃない

です。外堀は堀詰と廿代橋のところに、ずっとあったんです。NHK のブラタモリがきてこ

こに差がありますよとやってましたけんど、そこがちょうど外堀ながです。ですから、こ

こは普通の鏡川と江ノ口川を結んだ、ほんで鏡川が増水したら逃げてくるようにした川で

すので、そこらあたりちゃんと認識しておかないとおかしいことになってきます。 

ほんで、しんぼりにしたら、あの材木町の方へ、はいった所。それから廿代橋の方にい

った、外堀の方にいったのはたてぼりですので。そういうふうな名前も昔はあっておると

いうことを頭に入れて、それで皆さんに説明をしていただきたい。 

ということで、自分は最初から０じゃ 100 じゃというような形のものを、右じゃ左じゃ

と一方だけに決めていくのでなしに、ある程度、あのこういうふうに両方が、話し合って、

その話し合うのがここの会であって、話し合って一つの方向付けをやりたいと一番最初言

ったように今もそう思っております。今日は時間がなくて結論がでませんでしたけれども、

そういうふうなことで、今度やっていきたい、こういうふうに思っています。 

 

高橋委員： 

有志の会の皆さんにご理解いただきたい点があるのですが、会から出された提言書の中

に、「パブリックコメントで指摘されていた本質的な疑問、人工干潟に本当に定着するのか

という問いに全く答えていない」ということが書かれていますけれども。 

私、これに「定着します」と答えたらそれこそ不誠実だと思うんですよ。昭和の時代で

あれば、県は「定着します」と言ったかもしれない。 

私は、定着する可能性は高いと考えているんですけど、それでも自然を相手に仕事をし

ていると絶対と言う言葉は使えないんですよ。だから県の方にも「必ず定着します」とは

言って欲しくないんですね。 

最初のステップでは少し間違うかもしれませんけれども、モニタリングをしながらフィ

ードバックをして環境を良くしていこうというプログラムを構えてます。それによって改

善できると考えています。 

それと、もう一つは、コアマモに関しては、私も大野先生も人工的に移植じゃなくて藻
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場を作った経験もありますし、それから、干潟についても例えばシオマネキの生態から言

えば人工干潟を生息場所としてきちんと造れば、定着する可能性は高いと考えています。

ただ、絶対とは言えないんです。その点はご理解をいただきたいと思います。 

 

有志の会顧問 森顧問： 

いいですか。その答えてないというのをどういう意味でいったかというと、その完全に

定着するかどうかの、するという見込みの根拠についても、あのまだ分からないというか

ですね、あまり示されているというふうに認識していないという意味での、定着します、

イエス・ノーで答えてないという意味ではなくて、定着すると言える根拠ですね、他の事

例も含めてですね。それがお示しいただけてないんじゃないかという意味での答えていた

だけていなんじゃないかという。 

 

高橋委員： 

それに関してはですね。環境の方の、この協議会以前に環境の方の会を５年くらいです

か、モニタリング調査をやりながら、その結果を検討した経緯があります。 

先ほど町田先生のご意見としてクロロフィルの調査が不完全だということをおっしゃっ

ていましたけれども、確かに私もクロロフィルに関してはそうだと思います。ただ、それ

だけで評価しているんではなくて、もっと安定した指標である底質がどう変化するかとい

うことを重点的に見て、それで変化しているということも確認した上で、こういう案を推

薦しているわけなんですよ。その辺も少しこれまでの検討結果について、もう少し、きち

んと理解していただきたいなというふうに思います。 

 

有志の会 森顧問： 

 一つだけ、今日は時間の関係で町田先生のコメントくださったことを全てをここで紹介

できたわけではないので、もちろん、町田先生はクロロフィルだけで判断されているわけ

ではないので、ということだけは、申し添えさせてください。 

 

大野委員： 

 ちょっと声を荒げてしまったのですけれども。やはりこの、文章を出す時にはですね。

学識経験者とか専門家の名前を出すときには、やはり慎重に扱ったらいいと思うんですね。 

 一般の人はこう、学識経験者名、経験者というと専門家といいますかね、それがアマモ

をよく知らない、川のことをよく知らないという人の名前を羅列していると、それが一人

歩きしちゃうんで。今後こういう文書を書くときに非常に慎重にして欲しいと思います。

ということですね。 

それからあと僕は、この案に対して、もう後戻りできないくらい、きちっと計画ができ

てるな、というふうに思っております。細かく言えば、まだ直すところはあると思います
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けれども、県から上がってきた案に対しては、僕はいい案だなと思っています。以上です。 

  

事務局： 

ちょっとご紹介させてもらいたいんですけれども本協議会を設置する前にですね、先ほ

ども話しが出ましたが、平成 20 年から新堀川の観測検証専門委員会というのを立ち上げて

おります。で、何をやったかと言いますと、今の駐車場の一部をですね、撤去することで、

どういった変化が見られるか。自然環境の変化を見ました。 

その結果ですね、駐車場の撤去といいますか、光が当たることでコアマモがですね、実

際に繁茂しているということと、それとシオマネキに関してもですね、完成区間の桜井橋

の北・東になるんですけれども、そこの小さな空間ではございますが、あそこにシオマネ

キが生息し始めているといった事もですね、その観測検証専門委員会の中では評価をして

いただいております。 

 

那須会長： 

 ありがとうございます。各委員の意見いただきまして、今回ちょっと長時間になりまし

たが、議題２の新堀川を考える新堀小 OB・OG 有志の会からの提案ということで、説明を

していただいた上で議論をさせていただきました。 

色々見解とか価値観が違うでしょうし、その結果として同じものについてもですね、反

対の見解があるというのも、あることではありますが、また一方で今、委員の方がおっし

ゃったとおり、実はすごくちゃんとやっているということもですね、ぜひ理解していただ

きたいということです。 

今、大野委員が言われたとおり、相当に練ってですね、他の事も含めて、三方良しとよ

く言いますけれども４方を見てですね、最終的にこれで、環境も 100 点ではないけど 80 点

は取れるだろうと理解していただいたと。もちろん全員一致ではないかもしれないけれど

も、地元のパブリックコメントで９割の賛成いただいているということも重いですし、こ

の中でですね、特に地元の方がこれでいって欲しいと言われることもやはり重いと思いま

す。 

いろんな意見があって、それは聞く必要があると思います。なので、こうやって今日は

貴重な意見を聞かさせていただきました。ですから、こういう意見をいただいた上で、た

だ、ご理解いただきたいのは、そういう意味では高知県には、相当無理も言ったし、怒っ

たし、怒鳴ったりもしてですね、この案ができてきています。そこをご理解いただいてで

すね。相当無理言って水面をこう確保したり、あるいは歴史的な町並みをどうやって再現

するかっていうこともですね、考えていただいて、やっていただいていることなんで、今

日意見交換をさせていただいたことは非常に意義が大きかったと思います。そういうこと

も踏まえてですね、もともと今日は最終的に結論を出そうということではあったんですが、

今日の議論を踏まえてですね、また次回その方向でまとめていければというふうに思って
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いるところでございます。 

長時間お越しいただきまして、厳しい質問や意見などもあったかもしれませんが、どう

もありがとうございました。 

じゃあ、あのここで議題２はですね、終わらせていただきたいと思います。はい。 

 

西岡委員： 

あの、前からこの肩書きのやつながやけどね。西岡はどこに住んでいるか知っています？ 

 

那須会長： 

あの、あそこ私しょっちゅう通りますけどね。 

 

西岡委員： 

そう、桜井町ですけどね。どうして環境になっちゅうかなあって、地元のいうて、地元

ですけど、桜井町１丁目 12 の１番ですから。なぜ地元の人がっていうたのに、地元に入っ

てないがやけど、ということやないが。 

環境、えーとね、地域の環境保護活動に取り組む者というがで西岡さんて書いちゅうが

や。 

 

那須会長： 

それはあれじゃないですか、どちらの色彩が強いかと。 

 

西岡委員： 

地元におるということを認識しておいてもらいたいと、そこに住んでます。 

 

那須会長： 

もう、あそこ通ったらいやがなしに見える。ぽんぽーんて見えてます。 

 

伊藤委員： 

みんなあ知っちょりますが。 

 

【有志の会退席】 

 

那須会長： 

どうもありがとうございました。 

あの、実はここ、９時で閉めるらしいんですが、無理言ってですね、９時ぎりぎりまで、

本来８時半に出て行けと言われたんですが、９時までここ使っていいって無理を、ルール
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曲げてちょっと使わせていただくよう交渉してもらいました。 

最後に議題の３の方ですね。工事中断区間の課題に対する現況と新たな道路計画案。こ

れにつきまして事務局から説明お願いします。 

 

 

事務局（議事３；資料８）： 

はい、事務局の山﨑です。 

お手元の資料８をお願い致します。工事中断区間の課題等に対する現状と新たな道路計

画案についてご説明致します。 

この表は工事中断区間の課題等、そして現況のままおいておくとどうなるのか、そして

新たな道路計画案第１案、この３つに対して第３回の協議会でいただいた４つのテーマに

分けて、表を整理してございます。 

まず交通なんですけれども、課題については、歩道が狭いため、通学児童や自転車が大

型車の間をすり抜けるなど危険な状態である。現状においても将来の人口減少を踏まえた

交通量でも２車線の交通容量を超過しており、朝夕に渋滞が発生している。周辺の生活道

路が抜け道として利用されている。 

現況のままであると、歩道が狭いため、歩行者や自転車の通行の安全性に課題が残る。

渋滞が改善されないため、周辺の生活道路が抜け道として利用される。これまでの投資効

果が十分に発現されない、でございます。 

参考に有志の会の案を紹介しますと、スクールゾーン等として 30km/時の道路とする。

歩道にポールを立てるなど安全対策を行う。 

新たな道路計画案では、3.5m に歩道が広がるため、自転車・歩行者が安全に通行可能に

なる。４車線化により渋滞が緩和され、周辺お生活道路の交通量の減少が期待できる。 

希少動植物の課題については、シオマネキ、トビハゼ、コアマモなどの希少動植物が生

息・生育する自然環境が市街地の中にあることは、貴重な環境である。駐車場部は川の全

面がコンクリートで覆われており、光を必要とする動植物が生息・生育できない。 

現況のままでありますと、新堀川の生態系が現状のまま維持される。駐車場部は現状の

ままであるため、光を必要とする動植物が生息・生育出来ない。 

有志の会の案を紹介しますと、新堀川周辺の環境を守るため、２車線とする 

新たな道路計画案では、横堀公園前の西側干潟等、希少種の生息・生育地の一部が消失

する（公園の一部を切込み代替えとして水面と干潟を創出する）。駐車場を撤去し、新たに

水面や干潟の創出を行う事ができる。人工干潟が生態的に昨日するか担保されていない（小

学生や地域住民が参画したのモニタリングの実施により、より良い干潟環境の創出を目指

す）。 

歴史・文化ですと、課題については、新堀川は現存する数少ない堀であり、駐車場部以

外の護岸は石垣で整備されている。周辺には、武市半平太の道場跡や中江兆民の誕生地な
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どの史跡が残されております。 

現状のままでありますと、石垣が現状のまま維持される。新堀川の川幅を現状どおり確

認することができる。 

有志の会案を紹介しますと、文化的遺産を守るために、２車線のままとする。北側駐車

場を撤去し、撤去部の川を歴史の専門家に意見を仰ぎ昔の石積み護岸に戻す。 

新たな道路計画案では、干潟創出のため、横堀公園前の東側石垣は、比較的新しい積み

方である亀甲積から古くから用いられた野面積等に再生する等がございます。 

まちづくりでは、課題として、貴重な自然環境や、歴史的価値のある地域でありながら、

これらが観光資源として十分に活用されていない。 

現況のままでありますと、現状のままでは新堀川の自然環境について、観光やにぎわい

創出につながる資源として活用していくことは難しい。 

有志の会案を紹介しますと、南北の２区間を休日は歩行者天国とするなど、文化的遺産

や自然に親しむエリアとして賑わいを創出する。 

新たな道路計画案では、歴史案内番の設置やまち歩きマップへ新堀川を組み込むことで、

観光面での高架が期待される等がございます。 

以上で説明を終わります。 

 

那須会長： 

はい、時間のない中で、少し急いで説明していただきました。これにつきまして、もう

ちょっと時間があと 10 分少々しかない。10 分あまりとなりましたので、この資料につきま

しては、最後にみなさんにご意見ある委員から意見聞きたいと思いますが、いかがでしょ

うか。特にないでしょうか。 

 

田中委員： 

私は有志の会の案に賛成します。 

 

那須会長： 

 はい、わかりました。他にいかがでしょうか。特にないでしょうか。 

これ、今説明してもらった中身をよく見てみますと、元々の案に対して有志の会の案が

あって、新たな道路計画がどういう対応しているかということを整理されています。 

この議事３につきましてはですね、先ほど議事２で相当突っ込んだ議論をしてますので

その中身がですね、そこにもう含まれているということなんだろうと思います。 

今日こうやってですね、少し委員の皆様にはご容赦願ってですね、この有志の会からの

提案というのがあったので、こうやって議論させていただきました。ご協力いただきまし

て誠にありがとうございます。 

今日の議論も貴重な議論ですので、これを踏まえてですね、次回、また成案に向けてで
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すね、県の方で検討していただければということですし、最後になんとか結論を出せるよ

うにですね、引き続き努力していただきたい、ということで、私も引き続き協議会の会長

として努力して、この結論を得ていきたいというふうに思っておりますので、引き続きよ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは事務局にお返しします。 

 

--------------------------------- 閉会 ------------------------------------- 

司会： 

那須会長、今日はどうもありがとうございました。 

委員の皆様、今日は長時間にわたる活発な議論をいただきまして、誠にありがとうござ

います。最後は少し十分な時間が取れずに申し訳ありませんでした。 

今日は有志の会案につきまして、たくさんのご意見をいただきました。事務局としまし

ては、今後、皆様にご理解いただけるような、丁寧な資料を作りまして、次回の第５回協

議会の方でお示しをしたいと思います。次回第５回協議会はこれらを含めまして取りまと

めに向けた議論の方をお願いしたいと思います。 

以上をもちまして、第４回はりまや町一宮線（はりまや工区）まちづくり協議会を閉会

致します。皆様、誠にありがとうございました。 

 

 

 


